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第１章  計画の基本的事項 

 

 

１ 計画策定の趣旨                                           

 

○ 市では、平成 25 年３月に「青森市地域福祉計画」を策定し、「人と人とがつながる地

域で 安心して自立した暮らしができるまち」を基本理念として、その実現のため、地

域を担う「人づくり」、共に支え合う「地域づくり」、安心して暮らせる「環境づくり」

を目標に、「地域福祉の意識啓発」をはじめとした５つの基本方向に基づき地域福祉の

推進に取り組んできました。 

 

○ この間、災害時等に備えた避難行動要支援者の名簿の作成や、青森市高齢者等見守り

協力事業者・市民ボランティアによるネットワークの立ち上げなどにより見守り体制が

強化されたほか、こころの縁側づくりによる集いの場の拡大など地域での支え合いを促

進する取組も広がってきています。 

 

○ このように、地域福祉は着実に推進されておりますが、今後一層進展することが予想

される人口減少・少子高齢化に対応するため、高齢者福祉の分野では地域包括ケアシス

テムの構築、障がい者福祉分野では地域における居住支援機能の集約などによる、地域

での生活の包括的な支援、児童福祉の分野では子ども・子育て支援新制度の実施に伴う

地域における子育て支援の充実が求められており、その他の分野でも第２のセーフティ

ネットと言われる生活困窮者自立支援の推進など、地域を基盤とした取組が求められて

います。 

 

○ また、これまでの福祉は、高齢者や障がい者、子どもや子育てする人、生活困窮者な

ど、それぞれの分野においてサービスを提供することが中心でしたが、地域の中にはそ

の他にも支援が必要な方もおり、それらの方を含め「誰もが住み慣れた地域で年齢や性

別にかかわらず障がいのある人もない人もお互いの個性や尊厳を認め合い、支え合いな

がら生活する」というソーシャル・インクルージョン（社会的包摂、社会的包容）とい

う考え方が重要となっています。 

 

○ 今後の変わりゆく地域の状況に対応し、高齢者・障がい者、子どもや子育てする人、

生活困窮者だけではなく、地域住民が共に支え合い、助け合い安心して生活できる地域

づくりをより一層推進していくため、「青森市地域福祉計画」を平成 28 年３月に策定し

ました。 
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２ 計画の位置付け                                           

○ 本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく「市町村地域福祉計画」であるとともに、「青

森市総合計画前期基本計画」の個別計画です。 

○ また、健康福祉政策関連の各計画における上位計画であり、地域福祉に関する理念や

目標を共有し、整合性を図り、地域福祉を総合的に推進するための計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間                                                

 本計画の期間は、平成 28 年度から令和５年度の８年間とします。 

 本計画は、旧総合計画後期基本計画の分野別計画として策定しましたが、平成 31 年

２月に策定した青森市総合計画前期基本計画（計画期間は令和元年度から令和５年度ま

で）に掲げた「基本方向」及び「主な取組」と整合性が図られていることから、青森市

総合計画前期基本計画の計画期間と終期を合わせるとともに、統計数値等の時点修正

（人口、人口構成、出生数など）、青森市総合計画体系図に合わせた相関図の修正、目標

とする指標及び目標値の修正、本プランに関連する法改正等に伴う追記を行います。 

 

４ 計画の推進                                              

本計画の推進に当たっては、施策の進捗度を測るために設定した「目標とする指標」の

達成度や施策の評価・検証を行うとともに、市民ニーズや社会情勢の変化などに対応する

ため、必要に応じて計画内容を見直します。 
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連携 

青森市地域福祉計画 
（上位計画） 支援 

青森市総合計画 前期基本計画 

－ 市民一人ひとりが挑戦する街 － 

推進 
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５ 青森市総合計画前期基本計画との相関図                          

本計画は、青森市総合計画前期基本計画における「地域福祉」に関する施策を具体的に

進めるための計画です。 

 
 
 
 
 
 

  

１しごと創り ３まち創り ４やさしい街 ５つよい街 ６かがやく街 

連携の推進・ 

安心な地域社会づくり
生涯現役の推進 持続可能な都市づくり 自然環境の保全 

基本政策（6 本柱） 

産業創出と 

担い手の確保 

２ひと創り 

 未来を支える 

人材の育成 基
本
視
点 

                     青森市民憲章     非核・平和のまち宣言      平和都市宣言    「男女共同参画都市」青森宣言 全政策共通の理念・視点 

20

の
政
策
と
58

の
施
策 

①あおもり産品の 
販売力の強化 

②農林水産業の経 
営体質の強化 

③農林水産業の生 
産・流通基盤の 

 維持・強化 

（１）産業の振興・ 

   雇用対策の推進 

 ①切れ目のない子

育て支援 

 ②子ども支援の充

実 

（１）子ども・子育て 

   支援の充実 

（１）地域内連携・ 

   広域連携の推進 

①地域の個性を活 

かしたまちづくり 
②広域連携の推進 
③国際・国内交流の 

推進 

 ①健康寿命の延伸 
②感染症対策の充実 
③地域医療の充実 

（１）保健・医療の 

充実 
（１）防災体制・雪 

対策の充実 

①市民防災の促進 
②災害防止対策の 

推進 
③克雪体制の整備 

 ④空家等対策の 
推進 

①陸奥湾資源の保全 
 ②豊かな森林の保護 
 ③再生可能エネルギ

ーの導入・省エネ

活動の促進 

（１）豊かな自然環 

境の保全 

①教育環境の整備 
②教育活動の充実 
③教育支援の充実 
④社会教育の推進 

 

（２）教育の充実  

（２）農林水産業 

の振興 

 ①地域ベンチャー 
支援の推進 

 ②地域資源を活か 
した産業の育成 

 ③個性と魅力ある 
商店街の形成 

 ④雇用対策の推進 

①交通安全対策の 
推進 

②地域防犯対策の 
推進 

③安全・安心な消 
 費生活の確保 ①スポーツ人口の 

  拡大 

②スポーツによる

地域活性化 
③競技力の向上 
 

（３）スポーツの 

推進 

①文化芸術活動の
推進 

②文化芸術資源の
継承 

③文化財の保存・ 
活用 

（４）文化芸術の 

推進 

（２）安全・安心な市民

生活の確保 

       (1)行財政改革の推進  (2)人材育成の推進  (3)持続可能な財政運営  (4)市民ニーズの把握と分かりやすい情報提供 推進体制 

           「 市民一 人ひとり が挑戦す る街」  将来都市像 

青森市地域福祉計画 

総合計画に掲げた地域福祉関連の基本政策、基本視点、政策及び施策（下線の施策）を推進 

（３）観光の振興・ 

誘客の推進 

①広域観光の推進 
②観光資源の充実 

③受入態勢の強化 

（３）ユニバーサル 

社会の形成 

①男女共同参画の 

  推進 
②互いを尊重し支  

え合う社会の形成 

③平和意識の醸成 

 ①障がいのあるか 

たの地域生活支 

援の充実 
 ②障がいのあるか 

たの自立した生 

活の確保 
 

（３）障がい者福祉 

の充実 

 ①地域包括ケア・ 

生きがいづくり 

の推進 
 ②適正な介護 

サービスの提供 

（２）高齢者福祉の 

充実 

 ①地域福祉の充実 
 ②生活困窮者の自立 

支援 
  

（４）暮らしを支える 

福祉の充実 

（１）防災体制・ 

   雪対策の充実 

（２）土地利用・都市 

景観の形成 

 ①効率的で計画的な 

  土地利用の推進 
 ②自然環境と調和した 

  都市景観の形成 
 ③安全で快適な住まい 

  の確保 

（３）交通インフラ 

の充実 

 ①広域交通の充実 

 ②域内交通の充実 

 ③快適な道路交通 

環境の確保 

①適正な汚水排除・ 

  処理の確保 

 ②公害対策の推進 

③衛生的な生活環境の 

  確保 

（２）快適な生活環 

境の確保 

 ①ごみの減量化・リサ 

  イクルの強化 

 ②適正な廃棄物処理の 

  確保 
 

（３）廃棄物対策の 

推進 
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第２章  地域福祉の現状 

 

1 地域福祉に関する市民の意識について                             

 

（１）社会動向・地域の動向 

① 人口減少・少子高齢化の進展 

本市の総人口は、平成 12 年の 318,732 人をピークに減少傾向にあり、平成 22

年には 299,520 人と 30 万人を割り込みました。国立社会保障・人口問題研究所

の推計（平成 30 年 3 月）によると、今後も減少傾向で推移し、令和 27 年には、

約 18 万 4 千人にまで減少すると見込まれています。 

また、令和 32 年以降も、同研究所の推計方法に準拠し推計すると、本市の総

人口は、令和 42 年には約 12 万 9 千人になるものと見込まれています。 

年齢 3 区分別の人口割合について、生産年齢人口（15～64 歳）割合は平成 7 年

をピークに減少に転じており、平成 12 年には、年少人口（0～14 歳）割合と老

年人口（65 歳以上）割合が逆転しています。 

同研究所の推計方法に準拠し推計すると、年少人口（0～14 歳）割合は、平成

22年の12.6％から令和42年には、6.9％まで低下するものと見込まれています。 
 

【総人口の推移と将来推計】 

 

  

出典：平成 27 年以前は総務省「国勢調査」、 

出典：令和 2年以降は国立社会保障・人口問題研究所（平成 30 年 3月推計） 

出典：令和 32 年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠し推計 

（年）

299,520 

183,528 

（65 歳以上） 
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年少人口 生産年齢人口 老年人口 年齢不詳
総 数 年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

将来推計

R2～R27は社人研推計

R32以降は社人研推計準拠

内訳不明

（人） （％）

318,732

129,168
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② 出生数等の推移 

本市の出生数は、第 2 次ベビーブーム期（昭和 46 年～49 年）の後、減少傾向

で推移しており、平成 7 年には 3,000 人を下回り、平成 30 年には 1,761 人とな

っています。 

一方、死亡数は、昭和 30 年以降、一貫して増加傾向で推移し、平成 21 年に

3,000 人を上回り、平成 30 年には 3,679 人となっています。 
 

【出生数と死亡数の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、本市の合計特殊出生率※は、昭和 55 年以降、減少傾向で推移してきまし

たが、全国・青森県と同様、平成 17 年の 1.20 を底に上昇しており、近年は横ば

いで推移しています。 

 
【合計特殊出生率の推移】 

 

 
                    
※
合計特殊出生率: 15～49 歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生むとした人

口千人に対する年間の出生数の割合。 

1.75 
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S25S30S35S40S45S50S55S60 H2 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30

自然増減数 出生数 死亡数

自然増減数（人） 出生・死亡数（人）

出典：青森県「青森県の推計人口年報」 

出典：全国、青森県は厚生労働省「人口動態統計」、青森市は青森市調べ 

（年）

（年） 
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③ 障がい者数（手帳交付者数）の推移 

本市における障がい者数は増加傾向にあり、平成 22 年度から令和元年度まで

に 1,939 人、割合にして約 12％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 町（内）会加入世帯数の推移 

町（内）会の加入世帯数及び加入率は、いずれも減少を続けており、平成 23

年度の 99,864 世帯、74.4％から令和 2 年度には 96,425 世帯、70.3％に減少して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,864

99,102
98,908

98,362
97,934 97,768

97,368

96,829 96,838
96,425

74.4 

73.5 

72.7 

72.0 
71.6 71.4 

71.1 
70.6 70.6 

70.3 

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

92,000

93,000

94,000

95,000

96,000

97,000

98,000

99,000

100,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

町（内）会の加入世帯数 町（内）会の加入率（％）（世帯） （％） 

（人） 

（年度） 

（年度） 

12,092 12,214 12,399 12,512 12,672 12,723 12,877
12,059 11,925 11,816

2,280 2,345 2,414 2,492 2,593 2,602 2,778

2,815 2,884 2,958

1,987 2,023 2,091
2,315

2,578 2,797
2,838

3,057 3,319 3,524
16,359 16,582 16,904

17,319
17,843 18,122 18,493

17,931 18,128 18,298

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

身体障がい者（人） 知的障がい者（人） 精神障がい者（人）
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⑤ 計画策定のために実施したアンケートから 

 

 

 

【市民へのアンケート】 

計画策定のために実施した市民へのアンケートでは、近所の人との付き合いの

程度について、「顔を合わせれば立ち話をする」割合は増えているが、「親しい付

き合い」「簡単な相談や頼み事ができる人がいる」割合は減少しています。（問 6） 

 

 

町(内)会活動に全く参加していない人の割合が増加しています。（問 16） 

 

 

5.6

5.6

30.8

45.1

5.6

5.6

1.0 

0.7

8.6

9.6

21.4

48.9

5.8

4.5

0.3

1.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

①家を行き来するなど、親しい付き合い

②簡単な相談や頼み事を話できる人がいる

③顔を合わせれば、立ち話をする

④顔を合わせれば、あいさつをする

⑤顔は知っているが、声をかけることはほと

んどない

⑥ほとんど顔も知らない

⑦その他

⑧無回答

H27 H24

7.3

16.8

18.5

54.9

2.4

6.4

19.2

23.0 

50.2

1.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

①常に参加している

②ある程度（活動の半分以上）参加している

③あまり（活動の半分も）参加していない

④ほとんど、あるいはまったく参加していない

⑤無回答

H27 H24

地域住⺠同⼠のつながりが希薄化しています。 
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（２）制度改正 

① 障害者差別解消法の制定 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進する

ことを目的とした「障害者差別解消法」が平成 28 年４月から施行されました。 

 

② 青森市子どもの権利条例の制定 

「子どもの権利条約※」の理念に基づき、子どもが愛情をもって育まれ、毎日

をのびのびと生き、自分らしく豊かに成長し、発達していくことができるよう、

子どもにとって大切な権利の保障を図ることを目的として、平成 24 年 12 月に

「青森市子どもの権利条例」を制定しました。 

 

③ 青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例の制定 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合

い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現

を図ることを目的として「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づく

り条例」を平成 29 年 4 月に施行しました。 

 

④ 青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例の制定 

手話は言語であることの普及と広く障がいのある方々の多様な意思疎通を図

ることを目的とした「青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する

条例」を令和 2 年 4 月 1 日に施行しました。 

 

 

（３）課題 

 

 

 

 

 

 

 

                
※
子どもの権利条約:世界中の子どもたち一人ひとりに人間としての権利を認め、子どもたちがそれらの権利

を行使できるよう、1989 年(平成元年)に国際連合において採択され、我が国は、1994 年（平成 6年）に批准

している。 

人口減少・少子高齢化の進展や、地域コミュニティの弱体化により、地域の中
でお互いに⽀え合う互助の⼒（相互扶助の⼒）が低下してきていることから、⽀
え合う地域づくりを進めていくため、ソーシャル・インクルージョンをはじめと
する地域住⺠⼀⼈ひとりが地域でお互いに⽀え合う意識の醸成や、子どもの権利
の保障や虐待防止など権利擁護意識の醸成を図ることが必要となっています。 
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620 624
615 613

627
617 613 616

624

500

520

540

560

580

600

620

640

660

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2

現員数（4月1日現在）

119

126 127

133

137

144 145
148 147

100

110

120

130

140

150

160

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1)

ＮＰＯ法人数（4月1日現在）

２ 地域福祉の担い手について                                    

（１）社会動向・地域の動向 

① 民生委員・児童委員※、主任児童委員数の推移 

民生委員・児童委員、主任児童委員数は、定数 658 名に対して、令和２年４月

１日現在では 624 名、34 人が欠員となっており、欠員数は横ばい傾向が続いて

います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

② ＮＰＯ法人数の推移 

本市に事務所を置くＮＰＯ法人は、令和元年度には 147 団体あり、平成 23 年

度と比較して、28 団体、割合にして約 24％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                
※
民生委員・児童委員:地域福祉の推進のため、行政や関係機関と連携しながら、老人福祉・児童福祉・障がい

福祉などの福祉に関する相談に応じるほか、援助を必要とする地域住民に対する声かけや見守り、福祉サー

ビスを利用するための情報提供などを行っている。 

（人） 

（年度） 

（年度） 

（団体） 
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③ 計画策定のために実施したアンケートから 

 

 

【町（内）会等へのアンケート】 

町（内）会等では、団体の活動を行う上での課題や問題点について、「スタッ

フが不足している」、「スタッフの固定・人事が硬直化している」、「活動資金の調

達に苦労している」の回答の割合が増加しています。（問 7） 

 

 

  

5.1 

7.0 

15.7 

10.4 

10.3 

8.8 

1.4 

7.7 

6.0 

5.1 

4.6 

10.4 

1.5 

6.1 

5.0 

6.5 

14.9 

9.4 

11.6 

9.2 

2.0 

7.2 

6.5 

6.7 

5.2 

8.0 

1.8 

5.8 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

①活動場所の確保が難しい

②活動資金の調達に苦労している

③スタッフが不足している

④スタッフの固定・人事が硬直化している

⑤活動がマンネリ化し、活動が広がらない

⑥活動に対する周囲の理解不足

⑦関連団体との連携がうまくいかない

⑧スタッフの活動意欲の維持が難しい

⑨活動ノウハウの不足

⑩他団体や事例等の情報不足

⑪活動の充実に向けた研修等の機会がない

⑫特に問題はない

⑬その他

⑭無回答

H27 H24

町(内)会活動でのスタッフ不⾜や人事の硬直化などが問題となっています。 
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【社会福祉法人等へのアンケート】 

また、社会福祉法人等においても、団体の活動を行う上での課題や問題点につ

いては、「スタッフが不足している」という回答の割合が増加しています。（問 7） 

 

  

5.0 

10.4 

25.4 

5.5 

6.0 

4.0 

1.5 

6.5 

8.0 

7.0 

7.5 

9.5 

2.5 

1.5 

4.2 

10.5 

16.3 

6.3 

7.4 

5.3 

1.1 

6.8 

6.8 

13.2 

4.7 

12.6 

1.6 

3.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①活動場所の確保が難しい

②活動資金の調達に苦労している

③スタッフが不足している

④スタッフの固定・人事が硬直化している

⑤活動がマンネリ化し、活動が広がらない

⑥活動に対する周囲の理解不足

⑦関連団体との連携がうまくいかない

⑧スタッフの活動意欲の維持が難しい

⑨活動ノウハウの不足

⑩他団体や事例等の情報不足

⑪活動の充実に向けた研修等の機会がない

⑫特に問題はない

⑬その他

⑭無回答

H27 H24
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社会福祉法人等が行政に望むこととして、「地域における福祉活動の中心を担

う人材の育成・確保」の割合が高くなっています。（問 16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 

12.2 

14.3 

10.0 

8.4 

10.0 

11.6 

6.5 

12.4 

0.5 

0.5 

0.3 

12.5 

13.6 

14.2 

11.1 

7.5 

8.9 

13.1 

5.8 

11.9 

0.3 

1.1 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域住民同士が助け合い、支え合うことがで

きる仕組みづくり

②地域における福祉に関する相談窓口の充実

③地域における福祉活動の中心を担う人材の育

成・確保

④児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教育

の充実

⑤福祉活動を行っているＮＰＯ法人やボラン

ティア団体への資金面の支援

⑥地域における福祉活動拠点の充実・環境づく

り

⑦地域福祉活動のネットワークづくり

⑧福祉に関する講習会や講演会などの開催

⑨福祉に関する情報提供の充実

⑩特に期待・要望することはない

⑪その他

⑫無回答

H27 H24
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【市民へのアンケート】 

町（内）会活動に参加しない理由として、「健康や体力に自信がないから」、「活

動に参加したいと思っているが、きっかけがないから」という回答の割合が増加

しています。（問 18） 

 

 

（２）課題 

 

 

 

 

 

25.6 

9.7 

9.1 

10.1 

14.0 

14.3 

10.1 

5.2 

1.9 

28.4 

8.0 

10.9 

8.0 

16.9 

9.5 

11.2 

6.3 

0.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①仕事や家事、介護や育児など、忙しくて時

間がないから

②活動に参加したいと思っているが、きっか

けがないから

③地域活動に関する情報がないから

④他人と接するのが苦手だから

⑤活動の内容にあまり興味や関心がないから

⑥健康や体力に自信がないから

⑦活動に参加する必要性が感じられないから

⑧その他

⑨無回答

H27 H24

町（内）会や社会福祉法人等の地域福祉の担い手は不⾜している状況にあり、
市においても⺠⽣委員の⽋員など担い手不⾜が⽣じていることから、これまでの
地域福祉活動を維持あるいは発展させていくためには、高齢者や障がい者、子ど
もや子育てする人、⽣活困窮者など、地域の中で困っている人を⽀えるために地
域福祉の⼈材の育成・確保により⼀層⼒を⼊れていく必要があります。 
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３ 地域における人や団体の連携について                             

（１）社会動向・地域の動向 

①ソーシャル・インクルージョン（社会的包容）の必要性  

これまでは、高齢者福祉や障がい者福祉、児童福祉、生活福祉など特定の分野

における福祉サービスの提供を行ってきましたが、地域では孤立死、虐待、引き

こもりなどの課題が顕在化している傾向にあり、これらの中には特定の分野の対

象から外れてしまうような方もいることから、ソーシャル・インクルージョンの

考えを基本に、地域に暮らす全ての人が互いを尊重し、包み、支え合うという状

態を目指し、地域ごとの対策・対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャル・インクルージョン（社会的包容）の概念図 

地域社会の 

一員として 

ともに暮らす 

共  感 理  解 やさしさ 思いやり 

高齢者 

子ども 

子育て 
障がい者 

生 活 

困窮者 



- 17 - 

②地域共生社会の実現 

国においては、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年６月２日閣議決定）

や、「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」（平成 29 年２月７日

厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定）に基づいて、「地域

共生社会」の実現の具体化に向けた改革を進めています。 

 

この背景としては、かつて我が国では、地域の相互扶助や家族同士の助け合い

など、地域・家庭・職場といった人々の生活の様々な場面において、支え合いの

機能が存在し、社会保障制度は、社会の様々な変化が生じる過程において、地域

や家庭が果たしてきた役割の一部を代替する必要性が高まったことに対応して、

高齢者、障がい者、子どもなどの対象者ごとに、公的支援の充実が図られ、人々

の暮らしを支えてきました。 

しかし、高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という生活領域における

人と人とのつながりが弱まる中、これを再構築することで、誰もが役割を持ち、

お互いが配慮し存在を認め合い、支え合うことで、孤立せずにその人らしい生活

を送ることができるような社会としていくことが求められています。 

さらに、対象者別に整備された公的支援についても、昨今、様々な分野の課題

が絡み合って複雑化したり、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な

支援を必要とするといった対応が困難なケースが浮き彫りとなってきています。 

 

「地域共生社会」とは、このような社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏

まえ、ソーシャル・インクルージョンの理念を引き継ぎながら、制度・分野ごと

の『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多

様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものであ

り、その実現に向けた取組が必要となっています。 
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③ 計画策定のために実施したアンケートから 

 

 

 

 

 

【市民へのアンケート】 

近所の人に手助けできることは、「見守り・声がけ」、「ちょっとした買い物や

ゴミ出し」の割合が高くなっているが、実際に行っている手助けは、「特にない」

の割合が高くなっています。（問 13、14） 

 

23.9 

4.2 

2.7 

1.5 

2.7 

9.3 

8.3 

8.2 

5.1 

2.3 

11.8 

16.5 

1.1 

2.5 

30.6 

3.8 

4.7 

2.3 

5.5 

9.5 

8.6 

12.0 

5.9 

14.3 

1.3 

1.6 

15.1

2.1

1.3

0.8

0.8

11.3

1.7

3.4

5.0 

0.4

4.2

43.3

0.8

9.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

手助けできること（H27） 手助けできること（H24） 実際行っていること（H27）

地域における⽀援・サービスについて、市⺠は、近所の人に⾒守りや声がけ、除雪、
災害時の避難誘導を⽀援してほしいと感じています。また、⽀援が可能な⼈は実際の
⾏動に結びついていない割合が⾼くなっています。 
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【社会福祉法人等へのアンケート】 

他団体と協力して行っている活動については、「福祉イベントなどを通じた交

流活動」の割合が増加しています。（問 6） 

 

 

 

7.7 

11.9 

5.0 

6.2 

3.8 

4.2 

3.1 

1.5 

1.2 

2.7 

1.9 

0.4 

0.0 

5.0 

9.6 

1.2 

3.1 

14.2 

0.0 

9.2 

4.2 

3.8 

5.9 

10.7 

4.3 

5.5 

4.0 

4.3 

2.8 

2.4 

1.2 

2.0 

1.2 

1.2 

0.0 

8.3 

9.9 

2.4 

2.8 

13.0 

1.2 

10.3 

3.6 

3.2 

0.0% 10.0%

①乳幼児の一時保育

②子育ての相談、保護者の交流支援

③本の読み聞かせ

④子どもの遊び、野外活動

⑤子どもの居場所づくり

⑥高齢者の安否確認、話し相手、手紙など

⑦高齢者の居場所づくり

⑧高齢者への配食サービス

⑨高齢者などへの家事サービス

⑩高齢者などの外出支援

⑪高齢者などの雇用の創出・支援

⑫点訳・朗読、手話通訳など

⑬障がい児などへのおもちゃの貸し出し

⑭高齢者や障がい者へのレクリエーション・ス

ポーツ活動の支援

⑮福祉施設への訪問活動

⑯福祉施設での作業補助

⑰就労継続支援事業所・地域活動支援センター

などへの支援

⑱福祉イベントなどを通じた交流活動

⑲専門技術を生かした支援（パソコン講座、家

の補修、理髪など）

⑳地域への施設開放

㉑その他

㉒無回答

H27 H24
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【社会福祉法人等へのアンケート】 

地域づくりのために必要と考える取組については、「地域の人々が知り合い、

触れ合う機会を増やすこと」「地域で活動する団体が交流・協力を進めること」

の割合が増加しており、実施できる取組として、同項目の割合が高くなっていま

す。（問 13、14、15） 

地域福祉の推進に関する自由記載については、地域団体の連携に関する意見が

多くなっています。 

 

22.0 

14.9 

18.1 

13.6 

16.8 

14.2 

0.0 

0.3 

19.2 

17.3 

19.2 

12.7 

16.1 

13.9 

1.5 

0.0 

22.9

14.8

15.1

15.1

18.8

12.9

0.0 

0.4

23.8

11.9

13.3

18.1

19.0 

10.5

0.0 

3.3

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増や

すこと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する福祉

サービスや支援の充実を図ること

③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の

育成を図ること

④町（内）会などが行う地域活動や、ボラン

ティア活動への参加をうながすこと

⑤地域で活動するさまざまな団体が交流・協力

を進めること

⑥地域福祉に関する情報の提供や意識啓発をす

ること

⑦その他

⑧無回答

必要と考える取組(H27) 必要と考える取組(H24) 実施できる取組 実際行っている取組

地域福祉を推進していくため今後必要な取り組みについて、社会福祉法人等の団体
は、「地域の⼈々が知り合い、ふれ合う機会を増やすこと」、「地域で活動する団体の
交流・協⼒」が必要であると考えています。 



- 21 - 

（２）制度改正 

① 医療制度改革・介護保険制度改革 

国の医療のサービス体制の改革により、病床数が削減され、在宅医療が推進さ

れることにより、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができ

るように医療、介護、介護予防、住まい、日常生活の支援が包括的に確保される

「地域包括ケアシステム」の構築が求められています。 

 

② 障害者総合支援法の施行 

地域社会における共生の実現を新たに理念として掲げ、地域生活への移行促進

や地域生活支援事業の拡充を図ることにより、障がいのある方も地域の一員とし

て共に生きる社会づくりを目指す「障害者総合支援法」が平成 25 年４月に施行

されました。 

 

③ 子ども・子育て支援新制度の実施 

乳幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進め、全て

の子育て家庭を支援する「子ども・子育て支援新制度」が平成 27 年４月から開

始されました。 

 

④ 社会福祉法の改正 

地域共生社会※の実現に向けた地域福祉を推進するため、地域住民が地域生活

課題を把握し、関係機関との連携等によりその解決を図ること、市町村において

包括的な支援体制の整備に努めることなどが規定された改正社会福祉法が平成

30 年４月に施行されました。 

 

（３）課題 

 

 

 

 

 

               
※地域共生社会：制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。  

医療や介護などの社会保障制度改⾰により、高齢者や障がい者は、これまでの
⼊院・⼊所⽣活から在宅⽣活への移⾏が促進されることから、地域における包括
的な⽀援が必要となること、また、地域住⺠や社会福祉法人等のニーズとして、
地域福祉の推進のためには地域の団体の交流・連携が必要と考えていることか
ら、地域でのソーシャル・インクルージョンの実現に向けて、多様な主体が連携
し、地域ごとに⼈や団体を結び付け、住⺠同⼠が⽀え合う体制づくりが必要とな
っています。 
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４ 地域福祉推進のための環境整備について                           

（１）社会動向・地域の動向 

① 市所有施設の老朽化 

青森市総合福祉センターや福祉館、児童館の多くは建築から 30 年程度経過し

ており、市所有施設の老朽化が進んでいます。 

② 計画策定のために実施したアンケートから 

 

 

 

 

 

【市民へのアンケート】 

ボランティア活動に参加しない理由として、「忙しくて時間がない」という理

由のほか、「他人と接するのが苦手だから」、「一人で参加するのは心細いから」

という人とのつながりに関することを理由としたものの割合が増加しています。

（問 22） 

 

 

20.2 

9.3 

10.2 

11.5 

7.1 

16.1 

10.9 

4.7 

5.3 

2.5 

2.2 

25.1 

9.5 

11.7 

7.5 

7.0 

17.8 

7.8 

5.0 

3.9 

3.9 

0.8 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①仕事や家事、介護や育児など、忙しくて時

間がないから

②活動に参加したいと思っているが、きっか

けがないから

③ボランティア活動に関する情報がないから

④他人と接するのが苦手だから

⑤活動の内容にあまり興味や関心がないから

⑥健康や体力に自信がないから

⑦一人で参加するのは心細いから

⑧活動場所に行く交通手段がないから

⑨活動に参加する必要性が感じられないから

⑩その他

⑪無回答

H27 H24

地域福祉を推進していくため今後必要な取り組みについて、市⺠も町(内)会・社会福
祉法人等の団体においても、今後の地域福祉活動の推進に当たって、「地域の住⺠同⼠
が知り合い、ふれ合う機会を増やすこと」が必要と考えています。 
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地域づくりを進めるためにできる取組については、「地域の人と積極的に知り

合い、触れ合うこと」の割合が減少していますが、「町（内）会が行う地域活動、

ボランティア活動への参加」の割合が増加していることから、個人レベルの活動

は行いづらいが、町（内）会等の活動の場が整うことにより活動しやすくなるこ

とが伺えます。（問 25） 

 

※社会福祉法人への同様のアンケートについては、24 ページを御参照ください。 

 

（２）課題 

 

24.1 

13.0 

8.3 

19.2 

9.8 

11.8 

4.3 

9.4 

26.2 

11.6 

12.0 

16.2 

8.6 

12.5 

5.9 

7.0 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこ

と

②高齢者や障がい者の日常生活に対する支援や

手助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る

活動

④町（内）会などが行う地域活動や、ボラン

ティア活動への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協

力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

H27 H24

地域福祉活動促進のための施設の⽼朽化への対応や、介護保険制度改⾰に伴う
高齢者の在宅⽣活を⽀えるための施設整備の推進など地域福祉を⽀える施設の整
備が引き続き必要となっています。 

また、地域コミュニティの弱体化を改善するため、地域住⺠や団体が交流する
機会づくりが重要であることから、活動機会の提供も必要となっています。 
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５ 生活支援体制について                                       

（１）社会動向・地域の動向 

① 在宅生活者への多様な支援ニーズへの対応 

医療制度改革・介護保険制度改革により、地域での在宅生活者の増が見込まれ

ることから、支援サービスの充実が必要となっています。 

 

② 災害時の要支援者への配慮（避難支援） 

東日本大震災などを機に、災害時において自力での避難が困難な方への避難支

援体制の構築がより一層求められています。 

 

③ 障がい者への自立に向けた支援の必要性 

平成 27 年度中に策定した「青森市障がい者総合プラン」のための、アンケー

ト調査・意見交換会では、在宅の暮らしを続けたいと考えている方が多いことか

ら、既存のサービスだけでなく、身近な相談窓口や、地域における包括的な生活

支援体制の充実が必要となっています。 

 

④ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の必要性 

子を産み、育てたいと希望する親が安心して妊娠・出産・育児ができるよう、

医療や保健の充実だけではなく、地域においても子育て支援活動の促進が必要と

なっています。 
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⑤ 計画策定のために実施したアンケートから 

 

【市民へのアンケート】 

必要としている福祉サービス・支援については、前回の調査と比較して「特に

ない」の割合が増え、「雪下ろしや間口除雪」、「災害時の避難誘導」の割合が減

少しています。（問 10） 

 

 

8.3 

2.9 

4.9 

1.9 

3.2 

12.9 

10.0 

2.9 

4.1 

1.7 

3.4 

40.5 

0.7 

2.7 

9.3 

3.8 

3.8 

3.6 

2.0 

21.0 

14.7 

2.7 

4.5 

27.8 

2.5 

4.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

H27 H24
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福祉サービスに関する情報の入手方法については、広報や新聞、雑誌、テレビ、

ラジオなどによる割合が減少し、行政機関の窓口やホームページの割合が増加し

ています。（問 12） 

 

16.2 

15.2 

13.8 

8.5 

9.6 

2.9 

5.1 

6.4 

9.0 

8.2 

2.9 

1.1 

0.5 

0.5 

11.6 

18.0 

9.9 

8.6 

9.4 

2.0 

4.4 

8.4 

12.3 

10.1 

4.7 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

①市役所や総合福祉センター、福祉増進セン

ターなどの行政機関の窓口

②「広報あおもり」などの市の広報

③青森市のホームページ

④社会福祉施設や地域包括支援センターなど

⑤法人や団体が発行する機関紙やパンフレット

⑥かかりつけの医療機関や薬局

⑦地域の民生委員・児童委員

⑧町（内）会・自治会などの回覧板

⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど

⑩インターネット（※「青森市のホームペー

ジ」を除く）

⑪家族、知人、友人

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

H27 H24
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【町(内)会等へのアンケート】 

地域住民からの相談内容は、「近所との関係」と回答した割合が最も高く、前

回の調査と比べて増加しています。（問 8） 

 

 

（２）制度改正 

① 介護保険制度改革 

地域包括ケアシステムの体制の構築の一環として、介護保険制度において地域

の実情に応じた多様な日常生活支援を提供するため、「介護予防・日常生活支援

総合事業」を平成 29 年４月から実施しています。 

 

② 障害者総合支援法の施行 

地域社会における共生の実現を新たに理念として掲げ、地域生活への移行促進

や地域生活支援事業の拡充を図ることにより、障がいのある方も地域の一員とし

て共に生きる社会づくりを目指す「障害者総合支援法」が平成 25 年４月に施行

されました。 

 

 

12.2 

8.8 

3.2 

4.4 

15.5 

9.5 

18.1 

8.8 

11.7 

4.1 

3.0 

0.7 

11.1 

8.5 

3.4 

4.8 

15.9 

10.0 

17.5 

9.2 

13.7 

2.4 

2.4 

1.1 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

①自分や家族の健康のこと

②自分や家族の将来や老後のこと

③生きがいに関すること

④子育て・教育に関すること

⑤介護に関すること

⑥経済的なこと

⑦近所との関係

⑧地域の治安に関すること

⑨災害に関すること

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

H27 H24
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③ 生活困窮者自立支援制度の実施 

生活困窮者への自立相談支援や住居確保給付金の支給を行うとともに、市町村

の状況に応じたその他の支援を実施することができる「生活困窮者自立支援制度」

が平成 27 年４月から開始されました。 

 

（３）課題 

 

 

 

 

  

介護保険制度改⾰による⽣活⽀援等のための新しい総合事業の実施、障がい者
の⾃⽴に関する⽀援や、妊娠・出産・子育てに関する切れ目のない⽀援、また、
⽣活困窮者への⾃⽴⽀援制度の実施、災害時における要⽀援者への避難⽀援な
ど、制度改正や様々な地域住⺠のニーズに対応し、地域の中で⽀援を受けられず
孤⽴することがないよう、地域の状況に応じた⽀援の実施、相談対応、情報提供
が必要となっています。 
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１ 基本理念                                                

 

人口減少や少子高齢化が進展していく中、住み慣れた地域で安心して生活し続けるため

には、高齢者や障がい者、子どもや子育てする人、生活困窮者など支援が必要な方のみな

らず、地域住民の誰もが「地域」という共通の場において、お互いの個性や尊厳を認め合

い、つながり、支え合うことが必要なことから、本計画の基本理念を次のように定めます。 

 

地域において人と人とがつながり、支え合い、共に生きるまち 

 

２ 基本方向（施策の方向）                                    

 基本理念を実現するため、次の５つの基本方向（施策の方向）を掲げ、施策を総合的に

推進します。 

 

１ 地域で支え合う意識の向上 

市民一人ひとりが地域でつながり支え合うという意識がこれまで以上に根付くよう、自

助・共助・公助の考えを踏まえ、地域で支え合う意識づくり、権利擁護意識の向上を推進

します。 

 

２ 地域福祉の担い手の育成・確保 

今後の更なる人口減少・少子高齢化に備えた地域づくりを進め、地域で支え合う力を強

化するため、地域福祉の担い手の育成・確保を図ります。 

 

３ 地域での共助ネットワークの構築 

高齢者や障がい者、子どもや子育てする人、生活困窮者など誰もが地域で安心して暮ら

せるよう、地域の中で共に助け合い、可能な限り地域の中で支援やサービスが受けられる

体制づくりを目指します。 

 

４ 地域福祉推進のための基盤整備 

青森市福祉増進センターや青森市総合福祉センター、浪岡総合保健福祉センター、福祉

館など、地域における福祉活動拠点のハード面の充実を図るとともに、それらの拠点を活

用した集まりや交流の場づくりなどのソフト面でも地域住民が活動しやすい環境づくり

を図ります。 

 

５ 福祉サービスの提供・相談体制の充実 

高齢者や障がい者、子どもや子育てする人、生活困窮者などが地域で安心して生活でき

るよう、自助・共助・公助の視点に立ち、各種支援制度や相談体制等の充実を図ります。 

  

第３章  計画の基本方向 
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３ 計画の体系図                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 共助ネットワ  

ークの構築 

 
２ 地域活動団体

への支援  

１ 地域福祉を 
  支える施設

の整備 

 
２ 活動・交流 
  機会の提供 

１ 地域における 
  支援・サービス 
  の充実 

 
２ 雪処理支援

の充実 

 
３ 災害時に備

えた体制の

整備 

 
４ 情報提供の 
  充実 

 
５ 相談体制の 
  充実 

１ 市社会福祉

協議会との

連携による 

  担い手づくり 

 
２ ボランティア

活動の促進 

 
３ 地域を支える 

  人材の養成 

 
４ 民生委員・

児童委員の

担い手の確保 

 
５ 担い手確保の 

  仕組みづくり 

１ 地域で支え

合う意識づくり 

 
２ 権利擁護 

  意識の醸成・

向上 

３ 
地域での 
共助ネット 
ワークの 
構築 

地域において人と人とがつながり、支え合い、共に生きるまち 

１ 
地域で支え 
合う意識の
向上 

２ 
地域福祉の 
担い手の 
育成・確保 

４ 
地域福祉推
進のための
基盤整備 

５ 
福祉サービ
スの提供・ 
相談体制の 
充実 

基本 

理念 

基 
本 
方 
向 
(5) 

主 
な 
取 
組 

(16) 
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４ 重点事業                                                

  

計画の基本理念及び基本方向の実現や地域福祉の課題解決に向けて、重点的に取り組む

べき下記の５つの事項を「重点事業」として位置づけ、計画的に取組を推進します。 

 

（１） 地域共助ネットワークの構築 

（２） 地区カルテの充実 

（３） ボランティアポイント制度の普及促進 

（４） 地域支え合い推進員（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）の活動推進 

（５） ボランティアセンターの運営強化 

 

 

（１）地域共助ネットワークの構築 

 本計画の基本理念を実現するために、市内にある３８の地区社会福祉協議会のエリア

を基本として、市社会福祉協議会をはじめとする関係団体、地域住民との共助のネット

ワークづくりを進めていきます。 
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※支え合い会議：地域内の福祉関係者等が集まり、地域の福祉課題や支え合い体制について協議する場のこと。 

  

※ 
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（２）地区カルテの充実 

 地域共助ネットワークを構築していくための基礎情報として、また、各地区の福祉関係

者の活動の際に継続的に活用できるよう、地区の福祉やまちづくりに関する様々な情報を

集約する「地区カルテ」について、毎年度情報を更新し、内容の充実に努めます。 
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（３）ボランティアポイント制度の普及促進 

 平成 29 年 10 月に創設した、地域福祉の担い手の育成及び確保並びに高齢者の社会参加

活動を通じた介護予防を図る「ボランティアポイント制度」を普及促進します。 

 ボランティア登録を行った地域福祉サポーターが制度の対象としているボランティア

活動を行うことでポイントが付与され、一定のポイントがたまると商品券やバスカードと

交換ができるため、ボランティア活動に参加するきっかけづくりに繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森市ボランティアポイント制度の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＳＴＥＰ １   ボランティアセンターに「地域福祉サポーター」登録 

ＳＴＥＰ ２   ボランティアセンターが登録内容を踏まえ、支援活動を紹介 

ＳＴＥＰ ３   紹介された支援活動から自分で可能なものを選択、実施  

ＳＴＥＰ ４   活動内容に応じてボランティアポイントを獲得 

ＳＴＥＰ ５   獲得したポイント数に応じて、商品券やバスカードと交換 

 それなら 

 私にも 

 できそうね 

 自分が 

 できることで 

 ＯＫなんだ！ 

地
域
福
祉
サ
ポ
ー
タ
ー 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
け
入
れ
団
体 

青森市ボランティアセンター 

（市社会福祉協議会） 

ボランティア会員の受付、管理 

研修などによるボランティアの育成 

ボランティア派遣の利用申込受付 

ボランティアの派遣調整 

ボランティアポイント制度の運営 

派遣調整 

利用申込 登録申込 

 活動の紹介 

 ボランティア 

 ポイントの進呈 
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青森市ボランティアポイント制度の対象事業・活動メニュー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆こころの縁側づくり事業 

 高齢者同士や若年者等との交流の場の提供

及び運営の補助 

◆ほのぼのコミュニティ２１推進事業 

 「ほのぼの交流協力員」として行う高齢者世帯

等の訪問見守り活動 

◆ひとり暮らし高齢者給食サービス事業 

 高齢者の仲間づくりや生きがいづくりのための

給食会や茶話会の運営の補助 

◆認知症カフェ 

 認知症の方や家族の交流活動の補助 

◆介護予防普及事業 

 介護予防体操の普及活動の補助 など 

 

◆親子での遊びの場における支援活動 

 町(内)会、地区社会福祉協議会並びに保育

所、幼稚園、認定こども園及び地域子育て支援

センターが実施する子育て親子の遊びの場にお

ける支援を行う活動 

◆子育てに関する相談対応支援 

 町(内)会、地区社会福祉協議会並びに保育

所、幼稚園、認定こども園及び地域子育て支援

センターが実施する子育て相談において、子育

てに関する不安などの相談対応を行う活動の支

援 

 

◆ひとり暮らし高齢者世帯除雪奉仕活動 

 学生や企業と合同で行うひとり暮らし高齢者世

帯の除雪 

◆屋根の雪下ろし奉仕活動 

 積雪が 1m を越えたときに実施する屋根の雪

下ろし 

◆福祉の雪対策事業 

 高齢者世帯等の間口除雪 

◆冬期歩行者空間確保除雪機貸与事業 

 市から貸与される除雪機等を使用した地域の

歩道除雪 

◆冬期児童通学路確保に関わる除雪機貸与事業 

 市教育委員会から貸与される除雪機等を使

用した小学校通学路の除雪 など 

 

◆障がい者のコミュニケーション支援活動 

 町(内)会、地区社会福祉協議会及びボランテ

ィアセンターが実施する事業において手話等を

用いてコミュニケーションの支援を行う活動 

◆障がい者との交流活動 

 町(内)会、地区社会福祉協議会及びボランテ

ィアセンターが実施する事業において行う障がい

者との交流活動 

 ※活動事例 

・視覚障がい者の方に町(内)会のお知らせを音

読で伝える活動 

・町(内)会活動として行う花壇づくりや水やりに参

加する障がいのある方への補助活動 など 

高齢者支援・介護予防 雪対策支援 

子育て支援 障がい者支援 
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（４）地域支え合い推進員（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）の活動推進 

地域共助ネットワークを推進していくに当たって、地域支え合い推進員（コミュニティ・

ソーシャル・ワーカー）が行う、地域内の人材や資源をつなぎ、支え合いの体制の構築を

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）ボランティアセンターの運営強化 

  市ボランティアセンターでは、これまでも、ボランティアに関する相談対応・情報提

供、体験ボランティアの実施などボランティア活動の促進に取り組んできましたが、今

後より一層促進させるため、ボランティアセンターの運営について、下記のとおり強化

します。 

 ≪主な運営強化策≫ 

  ・ボランティアセンターの体制強化 

  ・ボランティアの発掘と資質向上を図る多様な研修の実施 

    ・ボランティアポイント制度の普及促進 

  ・出前講座やボランティア体験などによる意識づくり 

・機関紙・インターネットなどを活用した情報発信の強化 

・ボランティアニーズ等の調査 など 
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５ 地域福祉の役割分担                                        

 

本計画に基づく施策の推進に当たっては、市及び地域福祉推進の中核的団体として重要

な役割を担う青森市社会福祉協議会が中心となり、地域住民や地域団体、企業・福祉事業

者など、多様な主体がそれぞれの役割を果たしながら、相互に連携し、一体となって地域

における支援や支え合い活動を進めていくことが必要です。 

このことから、地域住民や地域団体、企業に期待される役割及び福祉事業者や市の役割

について、施策ごとに「地域福祉の役割分担」として示します。 

 



 

 

（空白ページ） 
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第２部 各論 



 

（空白ページ） 
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第１章  地域で支え合う意識の向上 

 

現状と課題                                                 

 

○ 全ての団塊の世代※が後期高齢者※となる令和 7 年には、本市の高齢化率は 35.2％

になると推計されており、今後、さらに人口減少・少子高齢化が進展していくものと

見込まれます。 

○ 町（内）会への加入世帯数や加入率が毎年低下しており、本計画策定のために実施

したアンケートでは、「町(内)会活動にあまり参加していない」又は「ほとんど参加

していない」と回答した市民の割合が平成 27 年度において７割程度という状況にあ

ります。 

○ また、同調査では、誰もが住み慣れた社会で普通の生活が送られる社会こそ普通で

あると思っている市民の割合は、平成 26 年度において 9.3％と低い状況となってい

ます。 

○ 国においては、平成 26 年 1 月に「障害者権利条約」を締結し、平成 28 年 4 月には

「障害者差別解消法」が施行されており、障がい者の人権尊重に向けた取組が推進さ

れています。こうした中、市における障がい者や高齢者の虐待に関する相談件数が増

加傾向にあります。 

○ 青森市子どもの権利条例※や青森市子どもの権利相談センターの認知度はまだまだ

低い状況にあります。 

○ 市民誰もが地域社会の一員として尊重され、差別や偏見のない、誰もが暮らしやす

い社会の実現が求められていますが、年齢や性別の違い、障がいや病気の有無、文化・

思想や国籍の差異などによる差別、偏見、虐待、ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）※など、人権侵害に関する様々なトラブルが問題となっています。 

 

≪地域で支え合う意識づくり≫ 

○ 今後、さらに人口減少・少子高齢化が進展する中で、地域福祉の担い手の減少や担

い手の高齢化に対応していくため、地域でお互いに支え合う意識の向上が必要です。 

○ 特に、今後、地域福祉の担い手として期待される元気な高齢者などターゲットを明

確にした意識啓発を実施していく必要があります。また、将来を担う子どもたちへの

福祉教育も併せて行っていく必要があります。 

 

               
※
団塊の世代:戦後の第一次ベビーブーム期(1947 年から 1949 年頃)に生まれ、日本の高度成長期と共に育っ

た世代。 
※
後期高齢者:75 歳以上の高齢者のこと。

 

※
青森市子どもの権利条例：「子どもの権利条約」の理念に基づき、子どもが愛情をもって育まれ、毎日をのび

のびと生き、自分らしく豊かに成長し、発達していくことができるよう、子どもにとって大切な権利の保障

を図ることを目的として、平成 24 年 12 月に制定した条例。 
※
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）：夫婦・恋人などパートナーからの暴力のこと。殴る、蹴るといった

身体的暴力だけでなく、脅す、大声でののしる、無視するなど、精神的苦痛を与える行為もＤＶに含まれる。 
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≪権利擁護意識の醸成・向上≫ 

○ 地域住民それぞれがお互いの人権を尊重する意識を持つことが地域福祉の推進に

つながるため、高齢者、障がい者、子どもの虐待やＤＶの防止・早期発見に努めると

ともに、成年後見制度など判断能力が不十分な方への支援制度や子どもの権利の普及

啓発を図るなど、引き続き権利擁護意識の醸成・向上を図っていく必要があります。 

 

施策の方向                                                 

 

市民一人ひとりが地域でつながり支え合うという意識がこれまで以上に根付くよう、自

助・共助・公助の考えを踏まえ、地域で支え合う意識づくり、権利擁護意識の向上を推進

します。 

 

主な取組                                                

 

≪地域で支え合う意識づくり≫ 

○ 【重点事業】ボランティア活動を通じて、地域でつながり支え合う意識を向上させ

るため、青森市社会福祉協議会に設置しているボランティアセンターの運営を強化し

ます。 

     ・ボランティアセンターの体制強化 

     ・ボランティアの資質向上を図る多様な研修の実施 

          ・ボランティアポイント制度の普及促進 

     ・出前講座やボランティア体験などによる意識づくり 

・機関紙・インターネットを活用した情報発信の強化  

・ボランティアニーズの調査 など 

○ 「広報あおもり」やホームページ、市民向け各種講座等を通じて、地域福祉の担い

手として期待される元気な高齢者をはじめとする市民全体に地域福祉やボランティ

アに関する情報提供を行い、意識啓発を図ります。 

○ 将来を担う子どもたちに地域福祉への理解を深めてもらうため、福祉教育の充実の

ための方策を検討します。 

 

≪権利擁護意識の醸成・向上≫ 

○ 障害者差別解消法に基づく対応要領の策定等により、障がい者に対する必要かつ合

理的な配慮がなされるような環境の整備に努めます。 

○ 障害者週間に合わせたパネル展の開催や「広報あおもり」、市ホームページへの掲載

などによる広報活動の展開、小・中学生を対象とした「福祉読本」の配付を通じ、ノ

ーマライゼーション※理念の普及啓発に努めます。 

 

                
※
ノーマライゼーション：障がいや病気のある人もない人も共に住み慣れた社会の中で普通の生活が送られる

ような条件を整え、共に生きる社会こそ普通（ノーマル）な社会であるという考え方のこと。 
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○ 虐待やＤＶを防止・早期発見するため、虐待等に関する理解の促進や青森市障がい

者虐待防止センター※、青森市配偶者暴力相談支援センターなどの相談先の周知を図

ります。 

○ 障がいや認知症などにより判断能力が不十分な方を支援するための成年後見制度※

や日常生活自立支援制度※の周知により、権利擁護の意識啓発を行います。  

○ 子どもの権利が広く認知されるよう、子どもと大人が「青森市子どもの権利条例」

や子どもの権利について適切に学び、理解するための機会を提供するとともに、子ど

もの権利相談センターの周知を行います。 

○ 男女平等と人権尊重の理念の普及のため、地域住民や地域団体、ボランティア団体

などの多様な主体と連携を図りながら、人権に関する正しい理解を広めるとともに、

理解を深めるための様々な啓発活動を推進します。  

○ 異なる価値観や文化を理解し、尊重し合い、その豊かさを共有しながら、日本人も

外国人も地域で共に暮らす市民として「多文化共生※社会」の啓発に取り組みます。 

 

 

目標とする指標                                                 

 

指標とその説明 基準値 目標値 

ボランティア登録者数 
 

青森市社会福祉協議会へのボランティア登録者の数 

8,327 人 

(平成 26 年度) 

13,724 人 

(令和 5年度) 

ノーマライゼーションに対する満足度 
 

青森市は障がい者にとってやさしい街だと思う市民の
割合（市民意識調査） 
 

17.3％ 

(令和元年度) 

27.7％ 

(令和 5年度) 

 

 

 

 

                
※
青森市障がい者虐待防止センター：障がいのある方への虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がいのある

方の保護などを目的に障がい者支援課内に設置し、通報、届出、相談等の業務を行っている。
 

※
成年後見制度：認知症、知的障がい、精神障がいなど、判断能力の不十分な方を保護し、財産管理、介護サ

ービスや施設の入退所についての契約、遺産分割などの法律行為を支援する制度のこと。 
※
日常生活自立支援制度：判断能力に不安がある高齢者や障がい者等の権利を擁護し、できる限り地域で自立

した生活が送られるよう、社会福祉協議会が本人との契約により行う各種福祉サービスの利用援助や日常の

金銭管理などのこと。 

※
多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしなが

ら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 
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地域福祉の役割分担                                                

 

 

 

・ 地域の身近な問題に関心を持ち、隣近所で助け合うよう心がけます。 

 

 

・ 地域の課題や潜在化しているニーズについて積極的に情報発信し、地域住民の地域

への関心を高めます。 

 

 

・ ボランティア活動の推奨やボランティア休暇※制度の導入などを通じ、従業員等の地

域福祉活動に対する意識の向上に努めます。 

 

 

・ 地域への施設開放や実習生の受け入れなど、体験学習の場を提供し、地域住民等に

対する意識の向上を図ります。 

 

 

・ ボランティアセンターの運営支援や、様々な広報媒体を活用した具体的な地域活動

やボランティア活動の事例の紹介などを通して、地域福祉推進に対する地域住民の

意識啓発を図ります。 

・ 様々な広報媒体を活用して、権利擁護の理念や相談先を周知するなど、地域住民の

権利擁護意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
※地域団体：町（内）会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、ボランティア団体など。 

※ボランティア休暇：労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際、その活動に必要な期間につい

て付与される休暇のこと。「社会貢献活動休暇」と呼ばれることもある。 

※福祉事業者：市社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉事業を行うＮＰＯ法人など。 

地域住民に期待される役割 

地域団体※に期待される役割 

福祉事業者※の役割 

市の役割 

企業に期待される役割 
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第２章  地域福祉の担い手の育成・確保 

 

現状と課題                                                 

 

○ 本市では、市社会福祉協議会や地区社会福祉協議会等と連携し、地域福祉を担う人

材の育成・確保に努めており、令和元年度において青森市ボランティアセンターに登

録のあったボランティア数は 7,949 人となっており、平成 26 年度の 8,327 人と比較

すると減少しています。 

○ また、 認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を見守る認知症サポーターの

養成や市民後見人※の育成、災害時避難行動要支援者への支援者の確保のほか、市民

の健康づくりを牽引する健康づくりリーダーや地域の中で自ら健康づくりを実践す

るとともに周囲に広げていく健康づくりサポーターなど地域における人材の養成を

行ってきました。 

○ 一方で、民生委員・児童委員の欠員が続いていることや、ボランティア等の担い手

の確保が困難な事業もあり、市民に行ったアンケートでは約６割がボランティア活動

に参加した経験がなく、約５割が町（内）会の活動にほとんど、あるいはまったく参

加していない状況となっています。 

○ また、地域においては、計画の策定に当たって町（内）会等や社会福祉法人等を対

象に実施したアンケートでは、団体の活動を行う上での課題や問題点について、スタ

ッフ不足と回答した割合が一番高くなっています。 

 

≪地域福祉の担い手の育成・確保、確保のための仕組みづくり≫ 

○ このような中、人口減少・少子高齢化の進展によって多様化すると考えられる支援

ニーズに対応し、地域福祉を推進していく担い手を育成・確保するとともに、そのた

めの仕組みづくりをする必要があります。 

 

施策の方向                                                 

 

今後の更なる人口減少・少子高齢化に備えた地域づくりを進め、地域で支え合う力を強

化するため、地域福祉の担い手の育成・確保を図ります。 

 

主な取組                                                

 

≪市社会福祉協議会との連携による担い手づくり≫ 

○ 地域福祉の推進を担う中核的な団体である市社会福祉協議会との連携により、地域

住民が協力して行う見守りやボランティア活動支援などを拡充し、地域において福祉

活動を担う人材の育成を図ります。 

                
※
市民後見人：弁護士などの専門職による後見人（専門職後見人）以外の市民を含めた後見人のこと。 
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≪ボランティア活動の促進≫ 

○ 【重点事業】ボランティアセンターの運営を強化し、専従職員の配置により、ボラ

ンティアをしたい人と求める人のマッチング及びボランティアの資質向上に向けた

取組を強化します。また、ボランティアセンターを活用し、ボランティア団体の活動

に関する情報提供を行うことで、ボランティア活動へのきっかけづくりに努め、幅広

い世代からの人材の発掘を図ります。 

○ 市社会福祉協議会との連携による中学校等のボランティア推進校の指定や、一人暮

らしの高齢者世帯への除雪奉仕活動など、学生をはじめとする若者のボランティア活

動を促進します。 

 

≪地域を支える人材の養成≫ 

○ 認知症サポーターや市民後見人・法人後見※、相談支援専門員※、障がい者相談員※、

子育て応援隊、ファミリー・サポート・センターのサポート会員、災害時避難行動要

支援者の支援者、健康づくりサポーターなどの地域を支える様々な人材の養成や配置

に努めます。 

 

≪民生委員・児童委員の担い手の確保≫ 

○ 地域において、市民と行政をつなぐ窓口として重要な役割を果たしている民生委

員・児童委員について、町（内）会、地区社会福祉協議会などと連携し地域の実情を

把握しつつ、積極的に担い手の確保に努めます。 

○ 「青森市民生委員・児童委員協議会」との連携により、民生委員・児童委員の資質

の向上を図るとともに、地域活動での支援体制を強化します。 

 

≪担い手確保の仕組みづくり≫ 

○ 【重点事業】地域福祉の担い手の育成及び確保並びに高齢者の社会参加活動を通じ

た介護予防を図るため、地域住民が自分の活動できる分野ごとに地域福祉を支える

「地域福祉サポーター」として登録し、対象となるボランティア活動を行うことでポ

イントが付与され、一定のポイントがたまると商品券やバスカードと交換できる「ボ

ランティアポイント制度」の普及促進に努めます。 

 

 

 

                
※法人後見：社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などの法人が成年後見人等になり、親族等が個人で成年後

見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の保護・支援を行うこと。 

※相談支援専門員：障がいのある方への相談支援の業務に従事する者のこと。利用者に係るアセスメントの実

施、サービス等利用計画の作成、サービス担当者会議の開催、サービス等利用計画の実施状況の把握などの

一連の業務を行う。 

※障がい者相談員：身体に障がいのある方及び知的障がいのある方本人またはその家族の方などからの相談に、

障がい者本人または関係者が対応し、必要な助言・指導を行うとともに、行政機関等のパイプ役として活動

している市が委託する相談員のこと。  
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目標とする指標                                                 

 

指標とその説明 基準値 目標値 

地域福祉サポーター登録数 
青森市ボランティアポイント制度における地域福祉

サポーターの登録者数 

－ 

 

2,244 人 

(令和 5年度) 

地域福祉サポーターの活動割合 
地域福祉サポーターの登録者のうち、実際に活動を

行った者の割合 

44.2％ 

(参考値) 

72.1％ 

(令和 5年度) 

※ 地域福祉サポーターは平成 28 年度以降に創設することから、基準値は「－」とします。 

 

 

地域福祉の役割分担                                             

 

 

・ 地域活動やボランティア活動に積極的に参加・参画するよう努めます。 

 

 

・ 地域住民の地域活動やボランティア活動への参加の促進に努めます。 

 

 

・ 地域福祉の担い手であることを認識し、地域の一員として地域福祉活動への参加促

進に努めます。 

 

 

・ 福祉事業従事者等を専門的な研修会等に積極的に参加させるなどし、資質の向上に

努めます。 

・ 体験ボランティア事業や、実習生等の受け入れ、地域団体の研修会等への講師派遣

等により、広く各世代の人材育成・確保に努めます。 

・ ボランティア活動を行いたい人と、ボランティアを受け入れたい側とのコーディネー

ト※を行うとともに、参加促進に向けたネットワークづくりに努めます。 

 

 

・ ボランティアポイント制度の普及促進により、地域ごとに福祉の担い手を確保でき

るよう努めます。 

 

 

 

                
※コーディネート：物事を調整し全体をまとめること。または、つなぐ役割のこと。  

地域住民に期待される役割 

地域団体に期待される役割 

福祉事業者の役割 

企業に期待される役割 

市の役割 



- 48 - 

第３章  地域での共助ネットワークの構築 

 

 

現状と課題                                                 

 

○ 一人暮らし高齢者の増加により、地域での支え合いが重要であることから、可能な

限り住み慣れた地域において、安心して自分らしい生活を送るため、見守りも含む地

域全体で高齢者の生活を支える地域包括ケア体制の充実が必要とされています。 

○ また、障がい者が住み慣れた地域の中で地域の人と共に生きていくため、ニーズに

的確に対応するとともに、円滑なサービスの提供体制を構築する必要があります。 

○ さらには、少子化、核家族化を背景に地域でのつながりが希薄化している中、地域

全体で子どもを育んでいくため、学校・家庭・地域が一体となって子育てを支える体

制を整える必要があります。 

○ 本計画策定に当たって実施したアンケートでは、地域づくりを進めるために必要な

取組、できる取組、実際に行っている取組として、市民は「地域の人々と積極的に知

り合い、ふれ合うこと」と回答した割合が高く、社会福祉法人等は同じく「地域の人々

と積極的に知り合い、ふれ合うこと」や、「地域で活動する団体が交流・協力を進める

こと」と回答した割合が高いことから、市民も地域内の団体も地域福祉の推進のため

には多様な主体の連携が必要であると考えています。また、社会福祉法が改正され、

社会福祉法人は法に基づき地域貢献に努めることとなり、これまで以上に地域と連携

し、地域福祉活動に取り組む機運が高まっています。 

 

≪地域で支え合うネットワークの構築≫ 

○ 人口減少・少子高齢化の進展に伴い、支援のニーズは増加・多様化し、現状のまま

では今後さらに地域福祉の担い手は不足していくと考えられることから、地域の中で

互いに支え合う体制づくりを進めていくため、高齢者だけでなく、障がい者や子ども、

生活困窮者なども含めた地域における全体的な支援のネットワークを構築していく

必要があります。 

 

≪地域活動団体への支援≫ 

○ 地域団体や関係機関がそれぞれの役割を果たせるよう、地域ごとの実情や住民のニ

ーズを踏まえた支援を行う必要があります。 

 

施策の方向                                                                               

 

高齢者や障がい者、子どもや子育てする人、生活困窮者など誰もが地域で安心して暮ら

せるよう、地域の中で共に助け合い、可能な限り地域の中で支援やサービスが受けられる

体制づくりを目指します。 
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主な取組                                                

 

≪共助ネットワークの構築≫ 

○ 【重点事業】高齢者や障がい者、子ども、生活困窮者など地域において支援が必要

な方を支えるため、地区社会福祉協議会を一つの単位として、共助（近隣・地域住民

同士による助け合い）によるネットワークの構築を進めます（新たな団体・組織を設

立するのではなく、既存の団体や取組をこれまで以上に有機的に連携させ、地域福祉

の推進を目指すものです）。また、地区ごとのネットワークの構築に当たっては、医

療機関・福祉事業所や社会福祉法人、ＮＰＯ法人などの協力を求め、様々な地域の資

源との連携を図ります。 

○ 【重点事業】地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員など地域の多様な主体が結

集する「まちづくり協議会※」の構築などを促すとともに、市との協働によるまちづ

くりに取り組みます。 

○ 【重点事業】上記のネットワークを構築していくため、各地域における調整役とし

て地域支え合い推進員（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）を配置します。 

○ 【重点事業】地区ごとのネットワークを構築していくため、また、地域の現状につ

いて、市として現状を積極的に把握するため、地域福祉に関わる情報を地区ごとにま

とめた、地区カルテを作成し、地域関係者と課題等を共有します。 

○ 高齢者の家族や民生委員・児童委員、高齢者介護相談協力員等の地域住民全体によ

る見守り活動や、保健・医療・福祉等の関係機関との連携を通じて、地域において支

援を必要とする高齢者に早急かつ適切な支援が行えるよう、医療・介護・介護予防・

住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの充実を図ります。 

○ 障がい者のための相談支援事業所を中心に、保健・医療・福祉等の関係機関との連

携を通じて、多様なニーズに対して総合的にサービスを提供できる体制を構築します。 

○ 高齢者、障がい者、子どもの虐待防止・早期発見のため、地域団体・関係機関等と

の情報共有や支援策の検証・協議など、連携協力体制を構築します。 

 

≪地域活動団体への支援≫ 

○ 地域コミュニティ※活動の重要な役割を担う町（内）会や、ボランティア活動の重要

な役割を担う市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員、子ども

会など、地域団体、関係機関等に対する支援を行います。 

○ 地縁による団体の法人格取得の認可や、ＮＰＯ法人の認証に関する手続きや相談対

応・情報提供を行うことで、市民団体の活動を支援します。 

 

             
※
まちづくり協議会：市が目指す市民自治によるまちづくりを行うための新たな地域コミュニティであり、地

域の知恵と力を結集し、さらなる地域力の向上を目指す、誰もが気軽に参加できる組織のこと。
 

※
地域コミュニティ：地域住民が生活している場所、すなわち消費、生産、労働、教育、衛生・医療、遊び、

スポーツ、芸能、祭りに関わり合いながら、住民相互の交流が行われている地域社会、あるいはそのような

住民の集団のこと。 
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○ 障がい者の多様なニーズに応じたきめ細かな支援を行うため、様々な障がい者団体

への活動支援や青森市障害者自立支援協議会※の運営により、関係団体・機関と連携

を図ります。 

○ あおもり親子はぐくみプラザ※が中心となり、各地域の地域子育て支援センター、

認定こども園、幼稚園、保育所、子育て応援隊との一層の連携を進めるとともに、小・

中学校やＰＴＡ、町（内）会や民生委員・児童委員、主任児童委員など、地域の関係

機関等とのネットワーク化を進め、地域全体で子育てを支援する環境づくりを推進し

ます。 

 

 

目標とする指標                                                 

 

指標とその説明 基準値 目標値 

共助ネットワークが構築されている地区数 

地域支え合い会議等が恒常的に開催されている地区社
会福祉協議会数 

－ 

 

38 地区 

(令和 5年度) 

※ 地域支え合い会議は平成 28 年度以降に創設することから、基準値は「－」とします。 

 

 

地域福祉の役割分担                                             

 

 

・ 家庭や隣近所など身近なところから、あいさつ・声がけなどのコミュニケーション

を心がけます。 

・ 市民自治の主体として積極的にまちづくりに参画します。 

 

 

・ 地域住民とのあいさつ・声がけなどのコミュニケーションを心がけます。 

・ 学校と地域との交流を積極的に行い、地域と連携した活動を行います。 

 

 

・ 高齢者等の見守り活動など、地域における支援のネットワークへの協力・参画に努

めます。 

 

               
※青森市障害者自立支援協議会：障がいのある方等への支援体制の整備を図るため、障がいのある方が主体的

となって自らが希望する生活ができることを目指して話し合う場。 

※あおもり親子はぐくみプラザ：妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供するため、令和２年４月に

元気プラザ内に設置した青森市版ネウボラ（フィンランドの妊娠・出産・子育てに関する支援施設のこと）

のこと。母子保健サービスと子育て支援サービスをワンストップで行っている。 

地域住民に期待される役割 

地域団体に期待される役割 

企業に期待される役割 
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・ 施設での地域に開かれたイベントの開催などを通じて、施設利用者と地域住民が交

流できる機会や、地域住民がボランティアとして施設運営に協力できる環境を整え

るなど、地域に開かれた施設となるよう努めます。 

・ 市や地域団体との連携に努め、地域での支え合いに積極的な役割を果たします。 
 

 

・ 地域支え合い推進員（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）の配置、地域カルテ

の整備などを通じて、地域の状況に応じて、地域住民が支え合えるネットワークづ

くりを推進します。 

  

福祉事業者の役割 

市の役割 
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第４章  地域福祉推進のための基盤整備 

 

現状と課題                                                 

 

○ 青森市福祉増進センターや青森市総合福祉センター、福祉館などを無料で貸出し、

町（内）会、地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員などが行う地域福祉の活動の

場所を提供していますが、各施設について老朽化が進んでいることから、ハード面、

ソフト面の両面において地域福祉活動を行いやすい基盤整備が必要です。 

○ また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「青森県福祉の

まちづくり条例」におけるバリアフリー化※について、整備義務がない福祉館などの

既存の市所有施設についても、「青森市所有施設バリアフリー整備方針」に基づき、

バリアフリー化を進めています。 

○ 高齢者の地域密着型サービス※については、利用待機者などの動向を踏まえ、計画

的に整備を行ってきており、小規模多機能型居宅介護などの在宅生活を支援する施設

の整備を進めています。また、障害者差別解消法において、改めて施設の構造の改善

及び設備の整備が求められています。 

○ 障がい者の地域生活を支援するため、相談や体験の機会・場、緊急時の受け入れな

どの機能を集約した地域生活支援拠点等の整備について、令和 2年度末までに整備す

ることとしています。 

 

≪地域福祉を支える施設の整備≫ 

○ 地域福祉活動を促進していくためには、地域福祉に関する多様な主体が活動しやす

い、また、参加しやすいように地域ごとの状況に目を向けた場の整備・再構築が必要

です。 

 

≪活動・交流機会の提供≫ 

○ 地域の人々の交流を深めるため、高齢者や障がい者、子育て中の親子などの誰もが

自由に参加できる活動・交流機会の提供が必要です。 

 

施策の方向                                                

 

青森市福祉増進センターや青森市総合福祉センター、浪岡総合保健福祉センター、福祉

館など、地域における福祉活動拠点のハード面の充実を図るとともに、それらの拠点を活

用した集まりや交流の場づくりなどのソフト面でも地域住民が活動しやすい環境づくり

を図ります。 

                
※
バリアフリー化:建物の段差等をなくし、手すりを設置することなどにより、高齢者や障がい者等にとって

生活の支障となる障害を取り除くこと。 
※
地域密着型サービス:高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生

活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービス。 



- 53 - 

主な取組                                                

 

≪地域福祉を支える施設の整備≫ 

○ 青森市福祉増進センターや青森市総合福祉センター、浪岡総合保健福祉センターを

はじめ、市民センターや分館、福祉館、児童館などの地域の活動拠点を安全に安心し

て利用できるよう、「青森市ファシリティマネジメント推進基本方針」や「青森市コ

ミュニティ施設配置見直し基本方針」などに基づき市所管施設の適切な運営・維持管

理に努めます。 

○ 「青森市所有施設バリアフリー整備方針」に基づき、引き続き、整備優先順位や整

備時期を判断し、バリアフリー化やユニバーサルデザイン化を進めます。 

○ 医療ニーズのある一人暮らしの重度の要介護高齢者等でも在宅で生活できるよう、

「青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第８期計画」に基づき、地域密着型サービス

の施設整備を進めます。また、障がい者のための地域生活支援拠点等の整備を行いま

す。 

 

≪活動・交流機会の提供≫ 

○ 住民同士がこれまで以上にお互いにつながりを持てるよう、空き家などの活用検討

も含めて世代間交流やサロンの開催など交流の場づくりを促進します。 

○ 市社会福祉協議会を通じ、地区社会福祉協議会が実施する敬老会、給食サービスな

どの様々な交流の場づくりを支援します。 

○ 高齢者が生きがいを持っていきいきと生活し続けられるよう、老人クラブ活動の活

性化を図るほか、「生きがいづくり」、「情報の提供」、「健康づくり」、「相談」、「介護予

防」などの機能を有する場を提供します。 

○ 子育て中の親子が気軽に集い、相互に交流や相談ができる場づくりを推進します。 

○ 子ども会や放課後子ども教室※を通じて、町（内）会やＰＴＡなどをはじめとした地

域住民や地域団体、関係機関等と連携し、多様な体験活動や世代間交流など、子ども

たちの地域活動・交流の機会の充実を図ります。 

 

 

目標とする指標                                                 

 

指標とその説明 基準値 目標値 

地域における交流事業開催数 

高齢者や障がい者、子どもや子育て世帯が参加する地
域での交流事業等の開催数 

1,264 回 

(平成 26 年度) 

3,727 回 

(令和 5年度) 

 

                
※
放課後子ども教室：放課後や週末などに小学校の余裕教室などを活用し、地域の多様な方々の参画を得て、

子どもたちとともに学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動などを実施する拠点（居場所）・事業

のこと。 
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地域福祉の役割分担                                             

 

 

・ 公共施設や市民館での地域活動や生涯学習など、地域において住民が交流できる  

よう、積極的に施設を活用します。 

・ 地域団体や福祉事業者が実施する交流の場等に積極的に参加し、同じ地域の住民や

団体、事業者と交流を深めるように努めます。 

 

 

・ 町（内）会が運営する市民館などの施設の適正な運営に努めます。 

・ 地域住民や地域団体同士が交流できる場を設けるよう努めます。 

 

 

・ 企業の有する人材や施設等を地域社会に還元するなど、地域貢献活動に積極的に取

り組むよう努めます。 

 

 

・ 事業者の有する人材や施設等を地域社会に還元するなど、地域貢献活動に積極的に

取り組むよう努めます。 

・ 所有管理する福祉施設の適正な運営に努めます。 

・ 施設利用者と地域住民との交流や体験学習の場となるよう、地域への施設開放に努

めます。 

 

 

・ ハード面、ソフト面の両面から地域住民、地域の団体、事業者等が活動しやすい、

参加しやすい場づくりに努めます。 

 

 

  

地域住民に期待される役割 

福祉事業者の役割 

市の役割 

地域団体に期待される役割 

企業に期待される役割 
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第５章  福祉サービスの提供・相談体制の充実 

 

現状と課題                                                 

 

○ 介護保険制度において、地域の実情に応じた多様な日常生活支援を提供するため、

「介護予防・日常生活支援総合事業」を平成 29 年４月から実施しています。 

○ 本市の高齢者数や障がい者数、要介護等認定者※数が年々増加しており、サービス

のニーズが多様化・複雑化しているほか、認知症など判断能力が不十分な方の権利擁

護に関する需要の増加が見込まれています。 

○ また、健康づくり分野においてはこれまで各種事業に取り組んできましたが、平成

30 年に国が発表した平成 27 年全国市町村別生命表において、本市の平均寿命が、男

性が 78.9 歳、女性が 85.7 歳となっていますが、全国平均よりも低い水準にあり、男

性の平均寿命は、全国 1,888 市区町村の中で 50 番目に低く、女性の平均寿命は 23 番

目に低い状況となっています。 

○ 市民意識調査では、市政情報の提供に関して必要な情報を得ることができていると

思う方の割合が平成 26 年度では 16.3％と低い状況にあります。また、同調査におい

て地域福祉に対する満足度も、平成 24 年度の 11.4％から平成 26 年度には 10.6％と

低くなっています。 

○ 多くの市民が「広報あおもり」や市ホームページ、メールマガジンなどの市の各種

広報や新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等といった方法で福祉サービスに関する情報を入

手していますが、障がい者などにおいては、これらの手段のみでは情報収集が困難な

場合があります。 

 

≪地域における支援・サービスの充実≫ 

○ 高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者が地域で安心して生活できるように、地域

ごとの状況やニーズを踏まえた支援・サービスを実施するとともに、地域住民が心身

ともに健やかに生活できる社会を実現するため、地域において主体的に健康づくり活

動に取り組むための環境づくりを進める必要があります。 

 

≪雪処理支援の充実≫ 

○ 高齢者や障がい者等への雪処理支援として、屋根の雪下ろし費用の助成や市社会福

祉協議会と連携した間口除雪を実施しており、支援が引き続き必要です。また、支援

に当たっては、地域住民、地域団体、事業者、行政など多様な主体が連携し、取り組

む必要があります。 

 

≪災害時に備えた体制の整備≫ 

○ 災害時に備えて、高齢者や障がい者など自力での避難が困難な方に対しての避難支

援体制の構築を進めるとともに、避難所や避難所における生活が困難な方のための 

                
※
要介護等認定者:要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その状態にあるとすればどの程度か調査を行い、

要介護等の認定を受けた方のこと。
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 福祉避難所※の運営体制の確保を図っていますが、引き続きこれらを推進する必要が

あります。 

 

≪情報提供・相談体制の充実≫ 

○ 地域住民が安心して福祉サービスを利用できるよう、様々な方法により福祉サービ

スの情報を容易に入手できる仕組みづくりや、地域における相談窓口体制の充実を図

るとともに、相談内容に適切かつ柔軟に対応することが必要です。 

○ 地域住民の福祉ニーズが複雑・多様化する中において、対応困難な事例も見られて

いることから、地域団体・関係機関がともに連携して相談や支援にあたる必要があり

ます。 

○ 高齢者や障がい者に対して、地域包括支援センターや相談支援事業所などの各関係

機関の機能の充実や連携・協力により、相談支援体制の充実を図る必要があります。 

○ 子育てに孤独感や不安感、悩みを抱える保護者に対しては、あおもり親子はぐくみ

プラザや地域子育て支援センターにおける相談体制などの充実を図る必要がありま

す。 

○ 平成 27 年４月から生活困窮者自立支援制度が開始されたことから、本市の状況に

応じた生活困窮者への支援体制を構築していく必要があります。 

 

施策の方向                                                  

 

高齢者や障がい者、子どもや子育てする人、生活困窮者などが地域で安心して生活

できるよう、自助・共助・公助の視点に立ち、各種支援制度や相談体制等の充実を図

ります。 

 

主な取組                                                

 

≪地域における支援・サービスの充実≫ 

○ 介護保険制度における要支援者等に対する「介護予防・日常生活支援総合事業」に

おいて、地域ごとの状況やニーズに応じた支援を提供できるように取り組みます。 

○ 誰もが地域において安心して安全に暮らせるよう、地域住民や地域団体、民生委員・

児童委員などとの連携による見守り・声がけや防犯、防災に関する活動など、地域で

支え合う取組の充実を図ります。 

○ 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方のための成年後

見制度や日常生活自立支援制度の活用ができるよう支援するとともに、高齢者及び障

がい者の権利擁護を推進するため、市民後見人の育成や支援体制の整備を図ります。 

○ 市民が地域の特性を活かしながら、主体的に地域ぐるみで取り組む健康づくり活動

を支援するとともに、それぞれの活動組織が相互交流を通じながら活動を維持・継続

していくことができるようネットワークづくりを支援します。 

 

                
※
福祉避難所:大規模災害において、一般の避難所では生活に支障をきたす災害時要援護者のための避難所の

こと。避難生活が長引くことが想定される場合において、市が必要に応じて開設する。 
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≪雪処理支援の充実≫ 

○ 自力で屋根の雪下ろしが困難な高齢者世帯等を対象に、屋根雪処理支援を実施しま

す。 

○ 雪処理を行うことが困難な高齢者世帯等を支援するため、市社会福祉協議会と連携

し、地域住民や地区社会福祉協議会のほか事業者にも除雪ボランティアの呼びかけを

行い、間口除雪や屋根の雪下ろしを実施するとともに、雪処理相談体制の充実を図り

ます。 

 

≪災害時に備えた体制の整備≫ 

○ 災害時における避難行動の支援を要する人に対して、町（内）会、自主防災組織の

関係者、民生委員・児童委員、消防団等の連携強化などを通じ、引き続き避難支援体

制を構築します。 

○ 指定避難所や福祉避難所の開設に当たって、高齢者や障がい者、妊産婦など避難所

生活において何らかの特別な配慮を要する方へ女性の視点をも踏まえた適切な対応

ができるよう、運営体制の整備を図ります。 

○ 自主防災組織の組織化を促進します。 

 

≪情報提供の充実≫ 

○ 福祉に関する情報を提供するため、引き続き、「広報あおもり」・市ホームページ・

テレビ・ラジオなど、多様な媒体を活用するほか、福祉に関する各種制度を掲載した

「福祉ガイドブック」を配付します。 

○ 視覚障がい者に対し、「広報あおもり」や「福祉ガイドブック」などの掲載内容を点

字や音声により提供するなど、情報入手の手段を確保します。 

○ 障がい者や高齢者など、上記の手段での情報収集が困難な方のため、情報バリアフ

リーの推進について検討します。 

 

≪相談体制の充実≫ 

○ 【重点事業】地域住民や地域の福祉関係者などからの相談対応や支援を行うため、

地域支え合い推進員（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）を配置します。 

○ 市や関係機関が担っている相談窓口について引き続き周知に努めます。 

○ 民生委員・児童委員や地区社会福祉協議会が、関係機関と連携を図りながら、多様

化する地域住民の福祉に関する相談に的確に対応し、身近な場所で相談・課題解決が

できる体制の充実を図ります。  

○ 高齢者の総合的な相談窓口である地域包括支援センターが中心となって、地域の高

齢者や家族の状況等について実態を把握しながら、地域に住む高齢者の様々な相談に

対応します。 

○ 障がい者やその家族のニーズに応じたきめ細かなサービスを提供することができ

るよう、相談支援事業所、サービス提供事業者、医療機関などの関係機関と連携し、

地域において障がい者からの相談に対応します。  
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○ 子育てに対する不安や悩みを軽減するため、あおもり親子はぐくみプラザや地域子

育て支援センターなどの地域の窓口における各種講座、子育て情報の提供及び相談体

制の充実を図ります。また、特に困難な事情を抱えた子育て家庭に対しては、希望に

沿う支援のあり方を共に検討しニーズに合った施設や事業等を提供するとともに、子

どもの発達を見通しながら計画的・継続的な支援を関係機関等と連携して実施するな

ど、相談支援の充実を図ります。 

○ 市社会福祉協議会と連携し、国の生活困窮者自立支援制度に基づく各種相談や支援

を実施します。 

 

目標とする指標                                                 

 

指標とその説明 基準値 目標値 

地域福祉に対する満足度 

「青森市は子育てしやすい街だと思う市民の割合」、

「青森市は障がい者にとってやさしい街だと思う市民の

割合」、「青森市は高齢者にとってやさしい街だと思う市

民の割合」の平均（市民意識調査） 

29.3％ 

(令和元年度) 

44.9％ 

(令和 5年度) 

 

 

地域福祉の役割分担                                             

 

 

・ 近所の高齢者、障がい者、子どもを含め、地域住民に対し、目配り、気配り、心配

りを心がけます。 

・ 災害時避難行動要支援者の支援者や除雪ボランティアとして協力します。 

・ 地域ぐるみの健康づくり活動に積極的に参加します。 

 

 

・ 様々な活動を通じて、福祉サービスが必要な要支援者の把握に努めます。 

・ 地域住民にとっての最も身近な相談役として、様々な相談に応じ、市や地域団体と

の橋渡し役となります。 

・ 市からの情報提供や研修会等を通じ、必要な情報を適切に把握し、地域住民の多様

な相談に応じられるよう努めます。 

 

 

・ 福祉サービス利用者の人権を尊重し、保健・医療・福祉連携のもと、良質かつ適切

なサービスを継続的に提供します。 

・ 苦情解決に関し、第三者委員を設置するなど、客観性、透明性を確保するとともに、

運営適正化委員会への提起など苦情対応体制について、利用者に十分な情報提供と

説明を行います。 

地域住民に期待される役割 

地域団体に期待される役割 

福祉事業者の役割 
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・ 地域ニーズを踏まえた福祉サービスの提供の充実に努めます。 

・ サービスを受けようとする人が、できるだけ容易に情報収集できるよう、情報を積

極的かつ効果的に提供するよう努めます。 

・ 市や地域団体と連携し、相談体制・情報提供体制の充実に努めます。 

 

 

・ 地域の状況に応じた支援が行えるような体制づくりに努めます。 

・ サービスを受けようとする人が、できるだけ容易に情報収集できるよう、情報を積

極的かつ効果的に提供するよう努めます。 

・ 地域団体や事業者と連携して、相談体制・情報提供体制の充実に努めます。

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の役割 



 

（空白ページ） 
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資料編 



 

 

（空白ページ） 
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１ 目標とする指標一覧                                         
 

施策の進捗度を測るために指標を設定し、これまでの実績値を基準値とし、これまでの

実績値の推移のほか、国・県の動向、今後の施策展開などを総合的に勘案して、計画最終

年度の令和 5 年度における目標値を記載しています。 

 

第１章 地域で支えあう意識の向上 

指標とその説明 基準値 目標値 

ボランティア登録者数 
 

青森市社会福祉協議会へのボランティア登録者の数 

8,327 人 

(平成 26 年度) 

13,724 人 

(令和 5年度) 

ノーマライゼーションに対する満足度 
青森市は障がい者にとってやさしい街だと思う市民の

割合（市民意識調査） 

17.3％ 

(令和元年度) 

27.7％ 

(令和 5年度) 

 

第２章 地域福祉の担い手の育成・確保 

指標とその説明 基準値 目標値 

地域福祉サポーター登録数 
青森市ボランティアポイント制度における地域福祉サ

ポーターの登録者数 

－ 

 

2,244 人 

(令和 5年度) 

地域福祉サポーターの活動割合 
地域福祉サポーターの登録者のうち、実際に活動を行

った者の割合 

44.2％ 

(参考値) 

72.1％ 

(令和 5年度) 

 ※ 地域福祉サポーターは平成 28 年度以降に創設することから、基準値は「－」とします。 

 

第３章 地域での共助ネットワークの構築 

指標とその説明 基準値 目標値 

共助ネットワークが構築されている地区数 
地域支え合い会議等が恒常的に開催されている地区社

会福祉協議会数 

－ 

 

38 地区 

(令和 5年度) 

 ※ 地域支え合い会議は平成 28 年度以降に創設することから、基準値は「－」とします。 

 

第４章 地域福祉推進のための基盤整備 

指標とその説明 基準値 目標値 

地域における交流事業開催数 
高齢者や障がい者、子どもや子育て世帯が参加する地

域での交流事業等の開催数 

1,264 回 

(平成 26 年度) 

3,727 回 

(令和 5年度) 

 

第５章 福祉サービスの提供・相談体制の充実 

指標とその説明 基準値 目標値 

地域福祉に対する満足度 
 

「青森市は子育てしやすい街だと思う市民の割合」、
「青森市は障がい者にとってやさしい街だと思う市民の
割合」、「青森市は高齢者にとってやさしい街だと思う市
民の割合」の平均（市民意識調査） 

 

29.3％ 

(令和元年度) 

44.9％ 

(令和 5年度) 
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２ 「（仮称）青森市地域福祉計画」策定に係るアンケート調査結果              

 

新しい「（仮称）青森市地域福祉計画」の策定に当たって、市民や各団体の考え・意識な

どの現状と課題を把握し、地域福祉計画の基礎資料とするため、「市民」「町（内）会、地

区社会福祉協議会、民生委員・児童委員」「社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティア団

体」へのアンケート調査を行いました。 

 

 

（１）市民へのアンケート 

 

■ 調査対象者数 

18 歳以上の市民 700 人 （住民基本台帳から無作為抽出） 

 

■ 調査期間 

12 日間 （平成 27 年 6 月 15 日～平成 27 年 6 月 26 日） 

 

■ 調査方法 

住民基本台帳から無作為に抽出した調査対象者へ郵送により配布し、郵送によ

り回収する 

 

■ 回答数・回答率 

286 件・40.9％ 

 

■ 注意事項 

表中の「ｎ」は、回答数を示しています。 

調査結果の比率は、その設問の回答数を基礎として、小数点以下第 2 位を四捨

五入して算出しています。したがって、回答比率の合計は必ずしも 100％になら

ない場合があります。 

複数回答形式の設問については、回答比率の合計を 100％とするために、その

設問の総回答数を基礎として回答比率を算出しています。 
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≪Ⅰ．あなたご自身のことについて≫ 

 

 

 

（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

性別については、「女性」と回答した人の割合が 59.8％、「男性」が 38.5％となっています。 

前回調査時は「女性」56.5％、「男性」42.8％でした。 

 

 

  

【問１】 

 あなたの性別はどちらですか。該当するものに○をつけてください。（○は１つ） 

38.5

59.8

1.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

男性

女性

無回答

42.8

56.5

0.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

男性

女性

無回答
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（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢については、「65～74 歳」と回答した人の割合が 25.9％と最も高く、次いで「75 歳以

上」が 16.4％となっています。前回調査時は「60～69 歳」24.0％、「50～59 歳」19.5％と同様

の結果でした。 

  

【問２】 

 あなたの年齢はおいくつですか（平成２７年５月１日現在）。該当するものに○をつけて

ください。（○は１つ） 

1.0 

5.2

9.4

12.2

16.1

11.5

25.9

16.4

2.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

１８～１９歳

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６４歳

６５～７４歳

７５歳以上

無回答

2.2 

8.0 

10.9 

13.4 

19.5 

24.0 

14.7 

6.7 

0.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

１８～１９歳

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０歳以上

無回答
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（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職業については、「無職（専業主婦含む）」と回答した人の割合が 45.8％と最も高く、次いで

「会社員」が 16.1％となっています。前回調査時と同様の結果でした。 

  

【問３】 

 あなたの職業は、次のどれにあたりますか。該当するものに○をつけてください。 

（○は１つ） 

16.1 

4.2 

7.7 

3.8 

12.6 

2.1 

45.8 

5.2 

2.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

会社員

公務員

自営業

農業、漁業

パート、アルバイト

学生

無職（専業主婦含む）

その他

無回答

24.0 

3.2 

5.4 

2.9 

13.4 

1.3 

45.0 

3.8 

1.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

会社員

公務員

自営業

農業、漁業

パート、アルバイト

学生

無職（専業主婦含む）

その他

無回答
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（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成については、「夫婦と子、または夫婦と親（二世代）」と回答した人の割合が 32.5％

と最も高く、次いで「夫婦のみ」が 22.4％となっており、前回の調査と同様の結果でした。 

  

12.6 

22.4 

32.5 

11.5 

11.2 

7.3 

2.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

単身

夫婦のみ

夫婦と子、または夫婦と親（二世代）

親と子と孫（三世代）

母と子、または父と子

その他

無回答

【問４】 

 あなたの家族構成は、次のどれにあたりますか。該当するものに○をつけてください。

（○は１つ） 

12.8 

22.0 

37.7 

10.9 

9.6 

5.4 

1.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

単身

夫婦のみ

夫婦と子、または夫婦と親（二世代）

親と子と孫（三世代）

母と子、または父と子

その他

無回答
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（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の地区に住む年数については、「40 年以上」と回答した人の割合が 30.1％と最も高く、

次いで「10～19 年」、「20～29 年」が 16.8％となっています。前回の調査と比較して「40 年以

上」と回答した人の割合が増えています。 

  

【問５】 

 あなたは、現在の地区に何年お住まいですか。該当するものに○をつけてください。 

（○は１つ） 

14.0 

6.3 

16.8 

16.8 

14.0 

30.1 

2.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

５年以内

６～９年

１０～１９年

２０～２９年

３０～３９年

４０年以上

無回答

12.5 

8.3 

18.5 

20.4 

14.1 

25.2 

1.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

５年以内

６～９年

１０～１９年

２０～２９年

３０～３９年

４０年以上

無回答
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5.6 

5.6 

30.8 

45.1 

5.6 

5.6 

1.0 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①家を行き来するなど、親しい付き合い

②簡単な相談や頼み事を話できる人がいる

③顔を合わせれば、立ち話をする

④顔を合わせれば、あいさつをする

⑤顔は知っているが、声をかけることはほとんどない

⑥ほとんど顔も知らない

⑦その他

⑧無回答

8.6 

9.6 

21.4 

48.9 

5.8 

4.5 

0.3 

1.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①家を行き来するなど、親しい付き合い

②簡単な相談や頼み事を話できる人がいる

③顔を合わせれば、立ち話をする

④顔を合わせれば、あいさつをする

⑤顔は知っているが、声をかけることはほとんどない

⑥ほとんど顔も知らない

⑦その他

⑧無回答

≪Ⅱ．地域の暮らしについて≫ 

 

 

 

 

 

（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近所付き合いについては、「④顔を合わせれば、あいさつをする」と回答した人の割合が

45.1％と最も高く、次いで「③顔を合わせれば、立ち話をする」が 30.8％となっています。前

回の調査と比較すると、顔をあわせれば立ち立ち話をする割合は増加しましたが、それ以上の

親しい付き合いまでの関係性であると回答した人の割合はそれぞれ減少しました。 

  

【問６】 

 あなたは、近所の人とどの程度のお付き合いがありますか。該当するものに○をつけて

ください。（○は１つ） 
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（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域への愛着については、「②ある程度愛着がある」と回答した人の割合が 54.5％と最

も高く、次いで「①とても愛着がある」が 22.4％となっています。 

 前回の調査と同様の結果となりましたが、愛着がある人の割合が増えました。 

 

 

 

 

 

  

【問７】 

 あなたは、お住まいの地域に愛着をお持ちですか。該当するものに○をつけてください。

（○は１つ） 

22.4 

54.5 

10.1 

3.1 

9.8 

0.0 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

①とても愛着がある

②ある程度愛着がある

③あまり愛着がない

④まったく愛着がない

⑤どちらでもない

無回答

19.2 

52.4 

14.1 

1.0 

12.1 

1.3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

①とても愛着がある

②ある程度愛着がある

③あまり愛着がない

④まったく愛着がない

⑤どちらでもない

⑥無回答



- 72 - 

21.4 

24.9 

3.3 

5.1 

11.4 

16.9 

2.5 

2.3 

7.0 

4.7

0.4

0.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①自分や家族の健康のこと

②自分や家族の将来や老後のこと

③生きがいに関すること

④子育て・教育に関すること

⑤介護に関すること

⑥経済的なこと

⑦近所との関係

⑧地域の治安に関すること

⑨災害に関すること

⑩悩みや不安はない

⑪その他

⑫無回答

21.4 

25.3 

5.4 

3.9 

12.0 

17.6 

2.2 

2.5 

5.4 

2.9

1.0 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①自分や家族の健康のこと

②自分や家族の将来や老後のこと

③生きがいに関すること

④子育て・教育に関すること

⑤介護に関すること

⑥経済的なこと

⑦近所との関係

⑧地域の治安に関すること

⑨災害に関すること

⑩悩みや不安はない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

（n=687） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（n=802） 

H24 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日々の悩みや不安については、「②自分や家族の将来や老後のこと」と回答した人の割

合が 24.9％と最も高く、次いで「①自分や家族の健康のこと」が 21.4％となっており、

前回の調査とほぼ同様の結果となりました。 

  

【問８】 

 あなたは、日々の生活において、どのような悩みや不安を感じていますか。該当するも

の全てに○をつけてください。（複数回答） 
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38.0 

23.8 

1.7 

4.3 

1.4 

0.7 

1.0 

0.2 

1.4 

2.4

4.5

0.5

5.2

3.8

4.5

1.2

5.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①家族・親戚

②友人・知人

③近所の人

④職場の上司や同僚

⑤市役所

⑥社会福祉協議会

⑦民生委員・児童委員

⑧町(内)会・自治会

⑨地域包括支援センター

⑩ケアマネージャー

⑪医療機関（医師・看護師等）や薬局

⑫ＮＰＯ法人やボランティア団体

⑬どこに相談してよいかわからない

⑭相談できる人や場所がない

⑮相談したいと思わない

⑯その他

⑰無回答

36.4 

27.6 

2.4 

4.0 

2.2 

0.4 

0.4 

0.6 

1.2 

2.0 

5.4 

0.0 

5.2 

2.8 

5.0 

1.0 

3.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①家族・親戚

②友人・知人

③近所の人

④職場の上司や同僚

⑤市役所

⑥社会福祉協議会

⑦民生委員・児童委員

⑧町(内)会・自治会

⑨地域包括支援センター

⑩ケアマネージャー

⑪医療機関（医師・看護師等）や薬局

⑫ＮＰＯ法人やボランティア団体

⑬どこに相談してよいかわからない

⑭相談できる人や場所がない

⑮相談したいと思わない

⑯その他

⑰無回答

 

 

 

 

（n=421） 

H27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=500） 

H24 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 日々の悩みや不安を持っている人の相談先については、「①家族・親戚」と回答した人

の割合が 38.0％と最も高く、次いで「②友人・知人」が 23.8％となっています。 

【問９】＜【問８】で「悩みや不安はない」以外と回答した方のみ＞ 

 あなたは、悩みや不安について、誰に、もしくはどこに相談していますか。該当するも

の全てに○をつけてください。（複数回答） 
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8.3 

2.9 

4.9 

1.9 

3.2 

12.9 

10.0 

2.9 

4.1 

1.7

3.4

40.5

0.7

2.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

9.3 

3.8 

3.8 

3.6 

2.0 

21.0 

14.7 

2.7 

4.5 

27.8

2.5

4.3

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

（n=412） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=443） 

H24 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 必要としている福祉サービスや支援については、「⑫特にない」と回答した人の割合が

40.5％と最も高く、次いで「⑥屋根の雪下ろしや間口除雪」が 12.9％となっています。 

 「⑦地震や台風などの災害時の避難誘導」や「①見守りや安否確認の声かけ」の割合

もやや高くなっています。前回の調査と比較すると特にないの割合が増加しました。 

 

【問 10】 

 あなたは、日々の生活において、どのような福祉サービスや支援を必要としていますか。

該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 



- 75 - 

19.9 

2.6 

5.1 

2.0 

3.1 

19.9 

18.9 

3.6 

2.6 

1.0 

3.6

8.2

0.5

9.2

0.0% 10.0% 20.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

（n=196） 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 必要としている福祉サービスや支援のうち近所や地域の人に支援してほしいものにつ

いては、「①見守りや安否確認の声かけ」、「⑥屋根の雪下ろしと間口除雪」と回答した人

の割合が 19.9％と最も高くなっており、「⑦地震や台風などの災害時の避難誘導」の割

合も高くなっています。（今回初調査） 

 

 

  

【問 11】 

 問 10 で回答した必要な福祉サービスや支援のうち、近所や地域の人に支援してほしいも

のは何ですか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 
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4.9 

3.5 

3.5 

0.7 

4.2 

7.7 

2.1 

0.7 

0.0 

1.4

2.1

44.8

2.8

21.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

（n=143） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必要としている福祉サービスや支援のうち実際に受けているサービスや支援について

は、「⑫特にない」と答えた人の割合が最も高く 44.8％となっており、次いで「無回

答」が 21.7％となっています。サービスを受けているものの中では、「⑥屋根の雪下ろ

しや間口除雪」が一番高く 7.7％となっており、次いで「①見守りや安否確認の声が

け」が 4.9％となっています。（今回初調査） 

 

  

【問 12】 

 問 10 で回答した必要な福祉サービスや支援のうち、あなたが実際に受けている福祉サー

ビスや支援は何ですか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 
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23.9 

4.2 

2.7 

1.5 

2.7 

9.3 

8.3 

8.2 

5.1 

2.3

11.8

16.5

1.1

2.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

30.6 

3.8 

4.7 

2.3 

5.5 

9.5 

8.6 

12.0 

5.9 

14.3

1.3

1.6

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

（n=527） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=559） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どのような手助けができるかについては、「①見守りや安否確認の声かけ」と回答した

人の割合が 23.9％と最も高く、次いで「⑫特にない」が 16.5％となっています。 

 前回の調査と比較すると①の見守りや声かけの割合が減少し、特にないと回答した人の

割合が少し増えています。 

 

【問 13】 

 近所に、日々の生活において、支援を必要としている人がいた場合、あなたはどのよう

な手助けができますか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 
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15.1 

2.1 

1.3 

0.8 

0.8 

11.3 

1.7 

3.4 

5.0 

0.4

4.2

43.3

0.8

9.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

（n=238） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手助けが可能な支援のうちの実際に行っている手助けについては、「⑫特にない」と答

えた人の割合が最も高く 43.3％となっており、次いで「①見守りや安否確認の声がけ」が

15.1％となっています。「⑥屋根の雪下ろしや間口除雪」も 11.3％と回答の中では比較的

高くなっています。（今回初調査） 

  

【問 14】 

 問 13 で近所の方に手助けが可能と答えた項目のうち、あなたが実際に行っている手助け

はどのようなものがありますか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 
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3.3 

28.9 

4.4 

2.5 

3.1 

4.2 

1.1 

11.9 

17.5 

3.3

11.7

5.9

0.3

2.0

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

②「広報あおもり」などの市の広報

③青森市のホームページ

④社会福祉施設や地域包括支援センターなど

⑤法人や団体が発行する機関紙やパンフレット

⑥かかりつけの医療機関や薬局

⑦地域の民生委員・児童委員

⑧町(内)会・自治会などの回覧板

⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど

⑪家族、知人、友人

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

①市役所や総合福祉センター、福祉増進センターな

どの行政機関の窓口 

2.6 

26.8 

3.3 

2.0 

4.2 

4.5 

1.3 

11.6 

18.0 

2.5

14.6

7.4

0.4

0.6

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

②「広報あおもり」などの市の広報

③青森市のホームページ

④社会福祉施設や地域包括支援センターなど

⑤法人や団体が発行する機関紙やパンフレット

⑥かかりつけの医療機関や薬局

⑦地域の民生委員・児童委員

⑧町会・自治会などの回覧板

⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど

⑪家族、知人、友人

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

①市役所や総合福祉センター、福祉増進センターな

どの行政機関の窓口 

 

 

 

 

H27                                 （n=641） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24                                 （n=687） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉サービス情報をどのように入手しているかについては、「②市の広報」と回答した

人の割合が 28.9％と最も高く、次いで「⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど」が 17.5％

となっています。 

 「⑧町（内）会・自治会などの回覧板」や「⑪家族、知人、友人」の割合もやや高くな

っており、前回の調査と同様の結果となりました。  

【問 15】 

 あなたは、福祉サービスに関する情報をどのようにして入手していますか。該当するも

の全てに○をつけてください。（複数回答） 

⑩インターネット（※「青森市のホームページ」を除く） 

⑩インターネット（※「青森市のホームページ」を除く） 
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7.3 

16.8 

18.5 

54.9 

2.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①常に参加している

②ある程度（活動の半分以上）参加している

③あまり（活動の半分も）参加していない

④ほとんど、あるいはまったく参加していない

⑤無回答

6.4 

19.2 

23.0 

50.2 

1.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①常に参加している

②ある程度（活動の半分以上）参加している

③あまり（活動の半分も）参加していない

④ほとんど、あるいはまったく参加していない

⑤無回答

≪Ⅲ．地域との関わりについて≫ 

 

 

 

 

 

 

（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 地域活動への参加状況については、「④ほとんど、あるいはまったく参加していない」

と回答した人の割合が 54.9％と最も高く、次いで「③あまり（活動の半分も）参加してい

ない」が 18.5％となっています。 

 前回の調査と比較して、地域活動にほとんど、あるいはまったく参加していない人の割

合が増加しています。 

 

  

【問 16】 

 あなたは、町(内)会などが行う地域活動にどの程度参加していますか。該当するものに

○をつけてください。（○は１つ） 

※町(内)会などが行う地域活動の例 

 清掃活動、資源回収、老人クラブ活動、女性団体活動、青年会活動、防災訓練、お祭りなど 
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20.4 

25.5 

8.2 

10.2 

27.6 

7.1 

1.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①町(内)会・自治会などの役員になっているから

②当番制だから

③参加しないと住みづらくなるから

④時間に余裕があるから

⑤行事や活動の内容に興味や関心があるから

⑥その他

⑦無回答

20.7 

31.5 

11.7 

8.1 

23.4 

3.6 

0.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①町会・自治会などの役員になっているから

②当番制だから

③参加しないと住みづらくなるから

④時間に余裕があるから

⑤行事や活動の内容に興味や関心があるから

⑥その他

⑦無回答

 

 

 

 

 

（n=98） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=111） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域活動に参加している理由については、「⑤行事や活動の内容に興味や関心があるか

ら」と回答した人の割合が 27.6％と最も高く、次いで「②当番制だから」が 25.5％と 

なっています。 

 前回の調査と比較して、行事や活動の内容に興味や関心があるからと回答した人の割合

が増えています。 

  

【問 17】＜【問 16】で「常に参加している」又は「ある程度（活動の半分以上）参加して

いる」と回答した方のみ＞ 

 町会などが行う地域活動に参加している理由は何ですか。該当するもの全てに○をつけ

てください。（複数回答） 
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25.6 

9.7 

9.1 

10.1 

14.0 

14.3 

10.1 

5.2 

1.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①仕事や家事、介護や育児など、忙しくて時間がないから

②活動に参加したいと思っているが、きっかけがないから

③地域活動に関する情報がないから

④他人と接するのが苦手だから

⑤活動の内容にあまり興味や関心がないから

⑥健康や体力に自信がないから

⑦活動に参加する必要性が感じられないから

⑧その他

⑨無回答

28.4 

8.0 

10.9 

8.0 

16.9 

9.5 

11.2 

6.3 

0.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①仕事や家事、介護や育児など、忙しくて時間がないから

②活動に参加したいと思っているが、きっかけがないから

③地域活動に関する情報がないから

④他人と接するのが苦手だから

⑤活動の内容にあまり興味や関心がないから

⑥健康や体力に自信がないから

⑦活動に参加する必要性が感じられないから

⑧その他

⑨無回答

 

 

 

 

 

（n=308） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=349） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域活動に参加しない（できない）理由については、「①忙しくて時間がないから」と

回答した人の割合が 25.6％と最も高く、次いで「⑥健康や体力に自信がないから」が

14.3％となっています。 

 前回の調査と比較すると、忙しくて時間がないからという理由の人の割合は減少してい

ますが、健康や体力に自信がないからという理由の人の割合が増加しています。 

 

  

【問 18】＜【問 16】で「あまり（活動の半分も）参加していない」又は「ほとんど、ある

いはまったく参加していない」と回答した方のみ＞ 

 町会などが行う地域活動に参加しない（できない）理由は何ですか。該当するもの全てに

○をつけてください。（複数回答） 
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≪Ⅳ．ボランティア活動について≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=286） 

H27 

 

 

 

 

 

（n=313） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 ボランティア活動への参加状況については、「②ない」と回答した人の割合が 62.9％と

最も高く、次いで「①ある」が 33.2％となっており、前回の調査と同様の結果となりまし

た。 

  

【問 19】 

 あなたは、これまでに、ボランティア活動に参加したことがありますか。該当するものに

○をつけてください。（○は１つ） 

※ボランティア活動の例 

 高齢者・障がい者の生活支援、手話や筆談・音読、子育て相談、絵本の読み聞かせ、清掃

活動、リサイクル活動、緑化活動、除雪（屋根の雪下ろし等）、募金、献血、災害後の救

援（炊き出し・物資搬入等）など 

33.2

62.9

3.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

①ある

②ない

③無回答

32.6

63.6

3.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

①ある

②ない

③無回答
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9.9 

4.4 

2.7 

3.3 

28.6 

5.5 

22.5 

17.0 

1.1 

4.4 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①高齢者に関する活動（高齢者の見守り活動、

老人クラブ活動の支援、施設訪問交流など）

④健康づくり・保健に関する活動（地域住民への意識啓発

など）

⑤環境美化に関する活動（清掃活動、リサイクル活動

など）

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦募金や寄付

⑧献血

⑨災害後の救援（炊き出し・物資搬入等）

⑩その他

⑪無回答

③子育てに関する活動（子育て相談、子育て家庭の家事

支援、絵本の読み聞かせ、施設訪問交流など） 

②障がい者（児）に関する活動（外出・生活支援、手話や筆談・

音読、行事やイベント時のサポート、施設訪問交流など） 

8.1 

5.8 

4.0 

0.6 

35.3 

10.4 

9.2 

22.5 

2.3 

1.7 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①高齢者に関する活動（高齢者の見守り活動、

老人クラブ活動の支援、施設訪問交流など）

③子育てに関する活動（子育て相談、絵本の読み聞かせ、

施設訪問交流など）

④健康づくり・保健に関する活動（健康教室の支援、

病院訪問交流など）

⑤環境美化に関する活動（清掃活動、リサイクル活動

など）

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦募金や寄付

⑧献血

⑨災害後の救援（炊き出し・物資搬入等）

⑩その他

⑪無回答

②障がい者（児）に関する活動（外出・生活支援、手話や筆談・

音読、行事やイベント時のサポート、施設訪問交流など） 

 

 

 

 

H27                                  （n=182） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24                                  （n=173） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加したボランティア活動については、「⑤環境美化に関する活動」と回答した人の割

合が 28.6％と最も高く、次いで「⑦募金や寄付」が 22.5％となっています。 

【問 20】＜【問 19】で「ある」と回答した方のみ＞ 

 これまでに参加したボランティア活動は、どのような活動ですか。該当するもの全てに

○をつけてください。（複数回答） 
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37.0 

18.1 

6.5 

11.6 

14.5 

4.3 

5.8 

2.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①人の役に立ちたいから

②自分のためになると感じたから

③趣味や特技を活かしたいから

④興味があったから・楽しそうだから

⑤人に誘われたから

⑥特にない

⑦その他

⑧無回答

35.2 

21.1 

2.8 

12.7 

12.0 

6.3 

2.8 

7.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①人の役に立ちたいから

②自分のためになると感じたから

③趣味や特技を活かしたいから

④興味があったから・楽しそうだから

⑤人に誘われたから

⑥特にない

⑦その他

⑧無回答

 前回の調査と比較すると、環境美化活動、除雪活動、献血等前回割合が高かった項目が

減少しています。 

 

～～～～～～～～～～～～ ◇ ～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

（n=138） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=142） 

H24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボランティア活動に参加したきっかけについては、「①人の役に立ちたいから」と回答

した人の割合が 37.0％と最も高く、次いで「②自分のためになると感じたから」が 18.1％

となっており、前回の調査とほぼ同様の結果となっています。 

  

【問 21】＜【問 19】で「ある」と回答した方のみ＞ 

 ボランティア活動に参加したきっかけは何ですか。該当するもの全てに○をつけてくだ

さい。（複数回答） 
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20.2 

9.3 

10.2 

11.5 

7.1 

16.1 

10.9 

4.7 

5.3 

2.5

2.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①仕事や家事、介護や育児など、忙しくて時間がないから

②活動に参加したいと思っているが、きっかけがないから

③ボランティア活動に関する情報がないから

④他人と接するのが苦手だから

⑤活動の内容にあまり興味や関心がないから

⑥健康や体力に自信がないから

⑦一人で参加するのは心細いから

⑧活動場所に行く交通手段がないから

⑨活動に参加する必要性が感じられないから

⑩その他

⑪無回答

25.1 

9.5 

11.7 

7.5 

7.0 

17.8 

7.8 

5.0 

3.9 

3.9

0.8

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①仕事や家事、介護や育児など、忙しくて時間がないから

②活動に参加したいと思っているが、きっかけがないから

③ボランティア活動に関する情報がないから

④他人と接するのが苦手だから

⑤活動の内容にあまり興味や関心がないから

⑥健康や体力に自信がないから

⑦一人で参加するのは心細いから

⑧活動場所に行く交通手段がないから

⑨活動に参加する必要性が感じられないから

⑩その他

⑪無回答

 

 

 

 

（n=322） 

H27 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=359） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボランティア活動に参加しない（できない）理由については、「①忙しくて時間がない」

と回答した人の割合が 20.2％と最も高く、次いで「⑥健康や体力に自信がない」が 16.1％

となっています。 

 前回の調査と比較すると、時間がない人の割合が減少し、他人と接するのが苦手、一人

で参加するのは心細いという人の割合が増加しています。 

  

【問 22】＜【問 19】で「ない」と回答した方のみ＞ 

 ボランティア活動に参加しない（できない）理由は何ですか。該当するもの全てに○をつ

けてください。（複数回答） 
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18.0 

19.1 

13.2 

11.1 

23.9 

4.6 

10.1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①企業などがボランティア休暇を認めるなどの特別な

配慮をする

②学校教育の一環としてボランティア活動を活発に行う

③ボランティア活動に関する相談や拠点となる場所を

提供する

④ボランティア研修を開催し、人材を育成する

⑤ボランティア活動についての情報提供を積極的に行う

⑥その他

⑦無回答

17.4 

18.0 

14.7 

11.3 

26.2 

5.8 

6.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①企業などがボランティア休暇を認めるなどの特別な

配慮をする

②学校教育の一環としてボランティア活動を活発に行う

③ボランティア活動に関する相談や拠点となる場所を

提供する

④ボランティア研修を開催し、人材を育成する

⑤ボランティア活動についての情報提供を積極的に行う

⑥その他

⑦無回答

 

 

 

 

（n=477） 

H27 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=539） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボランティア活動に参加しやすくなる条件については、「⑤ボランティア活動について

の情報提供」と回答した人の割合が 23.9％と最も高く、次いで「②学校教育の一環として

ボランティア活動を活発に行う」が 19.1％となっています。 

 前回の調査と比較するとほぼ同様の結果となりました。 

  

【問 23】 

 あなたは、どのような条件が整えばボランティア活動に参加しやすくなると思いますか。

該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 
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24.1 

16.4 

16.1 

11.9 

10.6 

14.6 

1.8 

4.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する

福祉サービスや支援の充実を図ること

③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の

育成を図ること

④町(内)会などが行う地域活動や、ボランティア活動への

参加をうながすこと

⑤地域で活動するさまざまな団体が

交流・協力を進めること

⑥地域福祉に関する情報の提供や意識啓発をすること

⑦その他

⑧無回答

21.8 

18.0 

18.7 

11.7 

10.0 

15.6 

1.7 

2.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと

②高齢者や障害者の日常生活に対する

福祉サービスや支援の充実を図ること

③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の

育成を図ること

④町(内)会などが行う地域活動や、ボランティア活動への

参加をうながすこと

⑤地域で活動するさまざまな団体が

交流・協力を進めること

⑥地域福祉に関する情報の提供や意識啓発をすること

⑦その他

⑧無回答

≪Ⅴ．地域福祉に関するあなたの考えについて≫ 

 

 

 

 

 

（n=615） 

H27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=712） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に必要な取組については、「①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」と回

答した人の割合が 24.1％と最も高く、次いで「②高齢者や障がい者の日常生活に対する福

祉サービスや支援の充実を図ること」が 16.4％となっています。前回の調査と比較すると

ほぼ同様の結果となっています。 

 

  

【問 24】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、あなたは、どのような取組が必要であると考えますか。該当するもの全てに○をつけて

ください。（複数回答） 
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24.1 

13.0 

8.3 

19.2 

9.8 

11.8 

4.3 

9.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する支援や手助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活動

④町（内）会などが行う地域活動や、ボランティア活動

への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

26.2 

11.6 

12.0 

16.2 

8.6 

12.5 

5.9 

7.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障害者の日常生活に対する支援や手助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活動

④町会などが行う地域活動や、ボランティア活動

への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

 

 

 

 

 

（n=468） 

H27 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（n=526） 

H24 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

にできる取組については、「①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」と回

答した人の割合が 24.1％と最も高く、次いで「④地域活動や、ボランティア活動への参

加」が 19.2％となっており、前回の調査と比較して増加しています。 

 

  

【問 25】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、あなたは、どのようなことができますか。該当するもの全てに○をつけてください。

（複数回答） 
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16.4 

11.7 

11.1 

9.8 

6.5 

8.3 

5.4 

6.1 

15.6 

4.6

0.7

3.8

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①地域住民同士が助け合い、支え合うことができる

仕組みづくり

②地域における福祉に関する相談窓口の充実

③地域における福祉活動の中心を担う人材の育成・確保

④児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教育の充実

⑤福祉活動を行っているＮＰＯ法人や

ボランティア団体への資金面の支援

⑥地域における福祉活動拠点の充実・環境づくり

⑦地域福祉活動のネットワークづくり

⑧福祉に関する講習会や講演会などの開催

⑨福祉に関する情報提供の充実

⑩特に期待・要望することはない

⑪その他

⑫無回答

16.4 

12.6 

10.8 

11.3 

6.3 

10.0 

8.0 

6.2 

13.0 

2.5

1.3

1.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①地域住民同士が助け合い、支え合うことができる

仕組みづくり

②地域における福祉に関する相談窓口の充実

③地域における福祉活動の中心を担う人材の育成・確保

④児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教育の充実

⑤福祉活動を行っているＮＰＯ法人や

ボランティア団体への資金面の支援

⑥地域における福祉活動拠点の充実・環境づくり

⑦地域福祉活動のネットワークづくり

⑧福祉に関する講習会や講演会などの開催

⑨福祉に関する情報提供の充実

⑩特に期待・要望することはない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

H27                                  （n=703） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24                                   （n=874） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 26】 

 あなたは、地域福祉を進める上で、行政にどのようなことを期待・要望しますか。該当す

るもの全てに○をつけてください。（複数回答） 
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 地域福祉を進める上で行政に期待・要望することについては、「①地域住民同士が助け

合い、支え合うことができる仕組みづくり」と回答した人の割合が 16.4％と最も高く、次

いで「⑨情報提供の充実」が 15.6％となっています。 

 前回の調査と比較してほぼ同様の結果となっています。 

 

～～～～～～～～～～～～ ◇ ～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

（掲載省略） 

詳細については、ホームページ及び福祉政策課において閲覧することができます。 

 

 

 

 

  

【問 27】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、あなたの地域のこういうところを良くすれば、地域がもっと住みやすくなるといった

点など、地域福祉に関するにご意見、ご要望がありましたら、ご記入ください。（自由記載） 
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（２）町（内）会、地区社会福祉協議会、民生委員・児童委員へのアンケート 

 

■ 調査対象者数 

1,063 件 

・町（内）会：410 

・地区社会福祉協議会：38 

・民生委員・児童委員：615 

 

■ 調査期間 

町（内）会：21 日間 （平成 27 年 6 月 22 日～平成 27 年 7 月 12 日） 

地区社会福祉協議会：15 日間（平成 27 年 6 月 10 日～平成 27 年 6 月 24 日） 

※ 民生委員・児童委員は、6 月 5 日～22 日の 18 日間 

 

■ 調査方法 

住民基本台帳から無作為に抽出した調査対象者へ郵送により配布し、郵送によ

り回収する 

 ※民生委員・児童委員は「青森市民生委員児童委員協議会」理事会にて配付、

郵送により回収 

 

■ 回答数・回答率 

822 件・77.3％ 

 

■ 対象者別回答数・回答率 

対象者 町(内)会 
地区社会 

福祉協議会 

民生委員 

児童委員 
合計 

対象者数 410 38 615 1,063 

回答数 

（回答率） 

324 

（79.0％） 

32 

（84.2％） 

466 

（75.8％） 

822 

（77.3％） 

 

■ 注意事項 

図表中の「ｎ」は、回答数を示しています。 

調査結果の比率は、その設問の回答数を基礎として、小数点以下第 2 位を四捨

五入して算出しています。したがって、回答比率の合計は必ずしも 100％になら

ない場合があります。 

複数回答形式の設問については、回答比率の合計を 100％とするために、その

設問の総回答数を基礎として回答比率を算出しています。 
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7.7

39.2

3.8

39.3

6.1

3.3

0.7

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①団体所有の事務所

②団体代表者などの自宅

③地域の民間施設

④公共施設

⑤特に活動拠点はない

⑥その他

⑦無回答・無効回答

7.7

8.4

9.4

60.0 

7.4

3.7

3.4

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①団体所有の事務所

②団体代表者などの自宅

③地域の民間施設

④公共施設

⑤特に活動拠点はない

⑥その他

⑦無回答・無効回答

 

 

 

≪Ⅰ．地域での活動状況について≫ 

 

 

 

 

（n=822） 

H27 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

（n=703） 

H24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動拠点については、「④公共施設」と回答した割合が 39.3％と最も高く、次いで「②団

体代表者の自宅が」が 39.2％となっています。前回の調査と比較すると、公共施設の割合が

減少しました。 

 

  

【問２】 

 地域活動を行う上で、貴団体の主な活動拠点は、次のどれにあたりますか。該当するもの

に○をつけてください。（○は１つ） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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7.8

45.8

27.8

2.8

4.4

10.8

0.6

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①総合福祉センター、福祉増進センター

②公民館・市民センター

③福祉館

④児童館

⑤小・中学校

⑥その他

⑦無回答

9.8

37.1

28.1

2.4

4.6

17.4

0.6

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①総合福祉センター、福祉増進センター

②公民館・市民センター

③福祉館

④児童館

⑤小・中学校

⑥その他

⑦無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=360） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=501） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動拠点としている公共施設については、「②市民センター」と回答した割合が

45.8.％と最も高く、次いで「③福祉館」が 27.8％となっているほか、「⑥その他」の割

合がやや高く、前回の調査とほぼ同様の結果となっています。 

 

  

【問３】＜【問２】で「公共施設」と回答した方のみ＞ 

 主な活動拠点としている公共施設は、次のどれにあたりますか。該当するもの全てに○

をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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4.0 

5.0 

33.4 

31.0 

8.0 

6.2 

12.4 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①週２～３回程度

②週１回程度

③月２～３回程度

④月１回程度

⑤年２～３回程度

⑥その他

⑦無回答

2.6 

3.8 

35.8 

45.5 

5.7 

1.4 

5.2 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

①週２～３回程度

②週１回程度

③月２～３回程度

④月１回程度

⑤年２～３回程度

⑥その他

⑦無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=323） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=422） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動拠点としている公共施設の利用頻度については、「③月２～３回程度」と回答した

割合が 33.4％と最も高く、次いで「④月１回程度」が 31.0％となっています。前回の調

査と比較すると、月１回程度利用する割合の人が減少しています。 

 

 

  

【問４】＜【問２】で「公共施設」と回答した方のみ＞ 

 主な活動拠点としている公共施設の利用頻度は、どれくらいですか。該当するものに○

をつけてください。（○は１つ） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 96 - 

17.0 

11.4 

7.4 

0.5 

2.0 

0.7 

1.3 

6.2 

1.7 

1.9 

16.2 

5.3 

14.3 

3.3 

8.5 

1.0 

0.6 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0%

①町（内）会・自治会

②老人クラブ・女性団体

③子ども会

④ＮＰＯ法人

⑤ボランティア団体

⑥企業

⑦商店会

⑧高齢者施設

⑨障がい者施設

⑩医療施設

⑪社会福祉協議会

⑫保育所・幼稚園・認定こども園

⑬小・中学校、高校、大学

⑭保護者会・ＰＴＡ

⑮公民館・市民センター等

⑯特に関係はない

⑰その他

⑱無回答

19.1 

12.0 

8.2 

0.7 

2.6 

0.5 

1.3 

5.6 

2.4 

2.0 

17.2 

4.4 

13.3 

3.2 

5.2 

0.7 

0.9 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0%

①町会・自治会

②老人クラブ・女性団体

③子ども会

④ＮＰＯ法人

⑤ボランティア団体

⑥企業

⑦商店会

⑧高齢者施設

⑨障害者施設

⑩医療施設

⑪社会福祉協議会

⑫保育所・幼稚園

⑬小・中学校、高校、大学

⑭保護者会・ＰＴＡ

⑮公民館・コミュニティセンター

⑯特に関係はない

⑰その他

⑱無回答

 

 

 

 

 

 

H27                                   （n=3,647） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24                                   （n=2,842） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他の団体や公共機関などとの交流や協力関係については、「①町（内）会・自治会」と回答

した割合が 17.0％と最も高く、次いで「⑪社会福祉協議会」が 16.2％となっています。 

 「⑬小・中学校、高校、大学」や「②老人クラブ・女性団体」もやや高くなっています。 

 前回の調査と比較するとほぼ同様の結果となっています。  

【問５】 

 貴団体は、他の団体や公共機関などと交流や協力関係がありますか。該当するもの全て

に○をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 97 - 

0.1 

4.8 

1.6 

4.4 

2.0 

18.6 

10.3 

11.8 

1.6 

2.4 

1.0 

0.2 

0.0 

7.7 

4.8 

0.3 

2.0 

9.0 

0.1 

3.0 

2.7 

11.5 

0.0% 10.0% 20.0%

①乳幼児の一時保育

②子育ての相談、保護者の交流支援

③本の読み聞かせ

④子どもの遊び、野外活動

⑤子どもの居場所づくり

⑥高齢者の安否確認、話し相手、

手紙など

⑦高齢者の居場所づくり

⑧高齢者への配食サービス

⑨高齢者などへの家事サービス

⑩高齢者などの外出支援

⑪高齢者などの雇用の創出・支援

⑫点訳・朗読、手話通訳など

⑬障がい児などへのおもちゃの貸し出し

⑭高齢者や障がい者へのレクリエー

ション・スポーツ活動の支援

⑮福祉施設への訪問活動

⑯福祉施設での作業補助

⑰就労継続支援事業所・地域活動

支援センターなどへの支援

⑱福祉イベントなどを通じた交流活動

⑲専門技術を生かした支援（パソコン

講座、家の補修、理髪など）

⑳地域への施設開放

㉑その他

㉒無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=1,879） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【問６】＜【問５】で「特に関係はない」以外と回答した方のみ＞ 

 貴団体が、他の団体や公共機関などと交流や協力して行っている活動は、どのような活

動ですか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 98 - 

0.3 

4.8 

1.8 

5.6 

2.5 

18.7 

9.4 

14.1 

2.3 

2.5 

0.4 

0.0 

0.1 

8.6 

3.6 

0.4 

0.5 

6.1 

0.1 

3.4 

2.9 

11.8 

0.0% 10.0% 20.0%

①乳幼児の一時保育

②子育ての相談、保護者の交流支援

③本の読み聞かせ

④子どもの遊び、野外活動

⑤子どもの居場所づくり

⑥高齢者の安否確認、話し相手、手紙な

ど

⑦高齢者の居場所づくり

⑧高齢者への配食サービス

⑨高齢者などへの家事サービス

⑩高齢者などの外出支援

⑪高齢者などの雇用の創出・支援

⑫点訳・朗読、手話通訳など

⑬障害児などへのおもちゃの貸し出し

⑭高齢者や障害者へのレクリエーショ

ン・スポーツ活動の支援

⑮福祉施設への訪問活動

⑯福祉施設での作業補助

⑰福祉作業所などへの支援

⑱福祉イベントなどを通じた交流活動

⑲専門技術を生かした支援（パソコン講

座、家の補修、理髪など）

⑳地域への施設開放

㉑その他

㉒無回答

（n=1,598） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他の団体や公共機関などと交流や協力して行っている活動については、「⑥高齢者の安

否確認、話し相手、手紙など」と回答した割合が 18.6％と最も高く、次いで「⑧高齢者

への配食サービス」が 11.8％となっています。 

 「㉒無回答」「⑦高齢者の居場所づくり」「⑭高齢者や障害者へのレクリエーション・

スポーツ活動の支援」もやや高くなっており、前回の調査結果とほぼ同様の結果となっ

ています。  



- 99 - 

5.1 

7.0 

15.7 

10.4 

10.3 

8.8 

1.4 

7.7 

6.0 

5.1 

4.6 

10.4 

1.5 

6.1 

0.0% 10.0% 20.0%

①活動場所の確保が難しい

②活動資金の調達に苦労している

③スタッフが不足している

④スタッフの固定・人事が硬直化している

⑤活動がマンネリ化し、活動が広がらない

⑥活動に対する周囲の理解不足

⑦関連団体との連携がうまくいかない

⑧スタッフの活動意欲の維持が難しい

⑨活動ノウハウの不足

⑩他団体や事例等の情報不足

⑪活動の充実に向けた研修等の機会がない

⑫特に問題はない

⑬その他

⑭無回答

5.0 

6.5 

14.9 

9.4 

11.6 

9.2 

2.0 

7.2 

6.5 

6.7 

5.2 

8.0 

1.8 

5.8 

0.0% 10.0% 20.0%

①活動場所の確保が難しい

②活動資金の調達に苦労している

③スタッフが不足している

④スタッフの固定・人事が硬直化している

⑤活動がマンネリ化し、活動が広がらない

⑥活動に対する周囲の理解不足

⑦関連団体との連携がうまくいかない

⑧スタッフの活動意欲の維持が難しい

⑨活動ノウハウの不足

⑩他団体や事例等の情報不足

⑪活動の充実に向けた研修等の機会がない

⑫特に問題はない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

 

 

（n=1,777） 

H27 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=1,546） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動上の課題や問題点については、「③スタッフが不足している」と回答した割合が

15.7％と最も高く、次いで「④スタッフの固定・人事が硬直化している」、「⑤活動がマ

ンネリ化し、活動が広がらない」が高くなっています。前回の調査と比較すると、スタ

ッフの固定化の割合が少し増加しています。  

【問７】 

 貴団体の活動を行う（継続する）上での課題や問題点は何ですか。該当するもの全てに○

をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 100 - 

12.2 

8.8 

3.2 

4.4 

15.5 

9.5 

18.1 

8.8 

11.7 

4.1 

3.0 

0.7 

0.0% 10.0% 20.0%

①自分や家族の健康のこと

②自分や家族の将来や老後のこと

③生きがいに関すること

④子育て・教育に関すること

⑤介護に関すること

⑥経済的なこと

⑦近所との関係

⑧地域の治安に関すること

⑨災害に関すること

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

11.1 

8.5 

3.4 

4.8 

15.9 

10.0 

17.5 

9.2 

13.7 

2.4 

2.4 

1.1 

0.0% 10.0% 20.0%

①自分や家族の健康のこと

②自分や家族の将来や老後のこと

③生きがいに関すること

④子育て・教育に関すること

⑤介護に関すること

⑥経済的なこと

⑦近所との関係

⑧地域の治安に関すること

⑨災害に関すること

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

 

 

（n=2,399） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=2,165） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域住民からの相談内容については、「⑦近所との関係」と回答した割合が 18.1％と最も

高く、次いで「⑤介護に関すること」が 15.5％となっています。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となっています。 

  

【問８】 

 貴団体は、地域の住民の方から、どのような内容の相談を受けたことがありますか。該

当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 101 - 

33.8 

23.6 

3.9 

18.3 

9.8 

1.6 

2.6 

4.8 

1.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①市役所などの行政機関に相談する

②地域の社会福祉事業者の相談窓口に相談する

③地域で活動しているＮＰＯ法人やボラン

ティア団体などと連携して対処する

④地域の住民で話し合って対処する

⑤相談者の家族・親戚で対処してもらう

⑥誰にも相談せずに個人で対処する

⑦特にない

⑧その他

⑨無回答

33.3 

23.2 

3.3 

20.6 

9.1 

3.0 

1.3 

4.4 

1.9 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①市役所などの行政機関に相談する

②地域の社会福祉事業者の相談窓口に相談する

③地域で活動しているＮＰＯ法人やボランティア

団体などと連携して対処する

④地域の住民で話し合って対処する

⑤相談者の家族・親戚で対処してもらう

⑥誰にも相談せずに個人で対処する

⑦特にない

⑧その他

⑨無回答

 

 

 

 

 

 

（n=1,780） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=1,498） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域住民からの相談の対処については、「①市役所などの行政機関に相談する」と回答した

割合が 33.8％と最も高く、次いで「②地域の社会福祉事業者の相談窓口に相談する」が

23.6％となっています。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となっていますが、「④地域の住民で話し合って

対処する」と回答した割合が低くなっています。  

【問９】 

 貴団体は、地域の住民の方から相談を受けた場合、どのように対処していますか。該当

するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 102 - 

24.3 

2.9 

1.3 

1.2 

1.4 

11.6 

13.7 

17.3 

13.2 

3.7 

6.8 

1.6 

0.7 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

28.0 

3.7 

1.8 

1.4 

1.8 

11.4 

15.2 

19.3 

15.4 

0.7 

0.7 

0.6 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

 

 

（n=2,820） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    （n=2,175） 

H24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どのような手助けができるかについては、「①見守りや安否確認の声かけ」と回答した割合

が 24.3％と最も高く、次いで「⑧一人暮らし高齢者などの話し相手」が 17.3％となっていま

す。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となっていますが、回答の上位の項目の割合が

低くなっています。  

【問 10】 

 近所に、日々の生活において、支援を必要としている人がいた場合、貴団体はどのよう

な手助けができますか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 103 - 

26.1 

2.0 

0.7 

1.2 

0.5 

12.0 

9.2 

18.7 

13.9 

2.8 

5.8 

0.9 

0.7 

5.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=2,170） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手助けが可能な支援のうちの実際に行っている手助けについては、「①見守りや安否確認の

声がけ」と答えた人の割合が最も高く 26.1％となっており、次いで「⑧一人暮らし高齢者等の

話し相手」が 18.7％となっています。「⑨悩みごとの相談相手」も 13.9％と回答の中では比較

的高くなっています。（今回初調査） 

 

  

【問 11】 

 問 10 で近所の方に手助けが可能と答えた項目のうち、貴団体が実際に行っている手助

けはどのようなものがありますか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回

答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 



- 104 - 

9.5 

17.8 

2.6 

15.6 

6.1 

1.3 

16.9 

13.4 

9.9 

1.0 

4.4 

0.3 

0.3 

0.9 

0.0% 10.0% 20.0%

①市役所や総合福祉センター、福祉増進センター

などの行政機関の窓口

②「広報あおもり」などの市の広報

③青森市のホームページ

④社会福祉施設や地域包括支援センターなど

⑤法人や団体が発行する機関紙やパンフレット

⑥かかりつけの医療機関や薬局

⑦地域の民生委員・児童委員

⑧町会・自治会などの回覧板

⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど

⑩インターネット（※「青森市のホームページ」

を除く）

⑪家族、知人、友人

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=3,561） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 12】 

 貴団体は、福祉サービスに関する情報をどのようにして入手していますか。該当するも

の全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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9.7 

17.1 

2.7 

15.6 

5.8 

1.3 

16.6 

13.3 

11.2 

1.3 

4.9 

0.1 

0.3 

0.3 

0.0% 10.0% 20.0%

①市役所や総合福祉センター、福祉増進センター

などの行政機関の窓口

②「広報あおもり」などの市の広報

③青森市のホームページ

④社会福祉施設や地域包括支援センターなど

⑤法人や団体が発行する機関紙やパンフレット

⑥かかりつけの医療機関や薬局

⑦地域の民生委員・児童委員

⑧町会・自治会などの回覧板

⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど

⑩インターネット（※「青森市のホームページ」

を除く）

⑪家族、知人、友人

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

（n=2,983） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉サービス情報をどのように入手しているかについては、「②広報あおもりなどの市

の広報」と回答した割合が 17.8％と最も高く、次いで「⑦地域の民生委員・児童委員」

が 16.9％となっています。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となっています。 

 

  

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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23.6 

13.6 

11.6 

21.5 

14.1 

12.5 

0.9 

2.3 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やす

こと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する福祉サー

ビスや支援の充実を図ること

③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の育

成を図ること

④町（内）会などが行う地域活動や、ボランティ

ア活動への参加をうながすこと

⑤地域で活動するさまざまな団体が交流・協力を

進めること

⑥地域福祉に関する情報の提供や意識啓発をする

こと

⑦その他

⑧無回答

23.6 

14.0 

13.7 

22.1 

13.0 

12.2 

0.7 

0.6 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やす

こと

②高齢者や障害者の日常生活に対する福祉サービ

スや支援の充実を図ること

③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の育

成を図ること

④町会などが行う地域活動や、ボランティア活動

への参加をうながすこと

⑤地域で活動するさまざまな団体が交流・協力を

進めること

⑥地域福祉に関する情報の提供や意識啓発をする

こと

⑦その他

⑧無回答

 

 

 

≪Ⅱ．地域福祉に関するあなたの考えについて≫ 

 

 

 

 

（n=2,788） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=2,406） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるために必

要な取組については、「①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」と回答した割

合が 23.6％と最も高く、次いで「④町(内)会などが行う地域活動や、ボランティア活動への

参加をうながすこと」が 21.5％となっており、前回の調査とほぼ同様の結果となりました。 

【問 14】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、貴団体は、どのような取組みが必要であると考えますか。該当するもの全てに○をつ

けてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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23.8 

13.0 

7.7 

24.7 

15.7 

12.0 

0.5 

2.5 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する支援や手助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活動

④町（内）会などが行う地域活動や、ボランティア活動

への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

23.4 

13.6 

10.3 

23.9 

16.1 

11.5 

0.4 

0.6 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障害者の日常生活に対する支援や手助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活動

④町会などが行う地域活動や、ボランティア活動への参

加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=2,569） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=2,418） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるためにで

きる取組については、「④町（内）会などが行う地域活動や、ボランティア活動への参加」と

回答した割合が 24.7％と最も高く、次いで「①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増や

すこと」が 23.8％となっており、前回の調査結果とほぼ同様の結果となりました。 

 

  

【問 15】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、貴団体は、どのようなことができますか。該当するもの全てに○をつけてください。

（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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24.5 

12.5 

4.5 

27.1 

16.5 

10.8 

0.7 

3.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する支援や手

助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活

動

④町（内）会などが行う地域活動や、ボランティ

ア活動への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=2,306） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるために実

際行っている取組については、「④町会などが行う地域活動や、ボランティア活動への参加」

と回答した割合が 27.1％と最も高く、次いで「①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増

やすこと」が 24.5％となっています（今回初調査）。 

 

 

 

 

  

【問 16】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、貴団体が実際に行っていることは何ですか。該当するもの全てに○をつけてくださ

い。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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16.7 

10.2 

15.1 

9.9 

5.0 

10.3 

7.1 

9.2 

12.3 

1.0 

0.6 

2.5 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域住民同士が助け合い、支え合うことができ

る仕組みづくり

②地域における福祉に関する相談窓口の充実

③地域における福祉活動の中心を担う人材の育

成・確保

④児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教育の

充実

⑤福祉活動を行っているＮＰＯ法人やボランティ

ア団体への資金面の支援

⑥地域における福祉活動拠点の充実・環境づくり

⑦地域福祉活動のネットワークづくり

⑧福祉に関する講習会や講演会などの開催

⑨福祉に関する情報提供の充実

⑩特に期待・要望することはない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=2,867） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 17】 

 貴団体は、地域福祉を進める上で、行政にどのようなことを期待・要望しますか。該当

するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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18.3 

10.3 

15.4 

10.2 

5.0 

10.8 

7.6 

9.1 

11.3 

0.3 

0.8 

0.9 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域住民同士が助け合い、支え合うことができ

る仕組みづくり

②地域における福祉に関する相談窓口の充実

③地域における福祉活動の中心を担う人材の育

成・確保

④児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教育の

充実

⑤福祉活動を行っているＮＰＯ法人や

ボランティア団体への資金面の支援

⑥地域における福祉活動拠点の充実・環境づくり

⑦地域福祉活動のネットワークづくり

⑧福祉に関する講習会や講演会などの開催

⑨福祉に関する情報提供の充実

⑩特に期待・要望することはない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

（n=2,629） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域福祉を進める上で行政に期待・要望することについては、「①地域住民同士が助け合

い、支え合うことができる仕組みづくり」と回答した割合が 16.7％と最も高く、次いで「③

地域における福祉活動の中心を担う人材の育成・確保」が 15.1％となっています。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となりました。 

 

 

  

 

町(内)会 民生委員・児童委員 地区社会福祉協議会 
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（掲載省略） 

詳細については、ホームページ及び福祉政策課において閲覧することができます。 

 

  

【問 13】 

 地域独自で取り組んでいる地域福祉に関する活動がありましたら、参考にさせていただ

きたいと考えておりますので、ご記入ください。（自由記載） 

≪例≫「見守り・声かけ活動」「家事支援活動」「地域ふれあい交流活動」「健康づくり活

動」など 

【問 18】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、貴団体の地域のこういうところを良くすれば、地域がもっと住みやすくなるといった

点など、地域福祉に関するにご意見、ご要望がありましたら、ご記入ください。（自由記載） 
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（３）社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティア団体へのアンケート 

 

■ 調査対象者数 

133 件 

・社会福祉法人：87 

・ＮＰＯ法人：39 

・ボランティア団体：7 

 

■ 調査期間 

15 日間（平成 27 年 6 月 10 日～平成 27 年 6 月 24 日） 

 

■ 調査方法 

青森市内に住所を置く全ての社会福祉法人、ＮＰＯ法人及びボランティア団体

に送付 

 

■ 回答数・回答率 

98 件・73.6％ 

 

■ 対象者別回答数・回答率 

対象者 社会福祉法人 ＮＰＯ法人 
ボランティア 

団体 
合計 

対象者数 87 39 7 133 

回答数 

（回答率） 

67 

（77.0％） 

24 

（61.5％） 

7 

（100.0％） 

98 

（73.6％） 

 

■ 注意事項 

図表中の「ｎ」は、回答数を示しています。 

調査結果の比率は、その設問の回答数を基礎として、小数点以下第 2 位を四捨

五入して算出しています。したがって、回答比率の合計は必ずしも 100％になら

ない場合があります。 

複数回答形式の設問については、回答比率の合計を 100％とするために、その

設問の総回答数を基礎として回答比率を算出しています。 

 

 

 

 

 

 



- 113 - 

11.2 

55.1 

7.1 

2.0 

19.4 

5.1 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①団体単独で事務所を設置している

②法人施設内に事務所を設置している

③団体代表者などの自宅を事務所にしている

④公共施設の会議室などを利用して活動している

⑤特に活動拠点はない

⑥その他

⑦無回答

9.7 

55.9 

6.5 

6.5 

14.0 

3.2 

4.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①団体単独で事務所を設置している

②法人施設内に事務所を設置している

③団体代表者などの自宅を事務所にしている

④公共施設の会議室などを利用して活動している

⑤特に活動拠点はない

⑥その他

⑦無回答・無効回答

 

 

 

≪Ⅰ．地域での活動状況について≫ 

 

 

 

 

（n=98） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=93） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動拠点については、「②法人施設内に事務所を設置している」と回答した割合が 55.1％

と最も高く、次いで「⑤特に活動拠点はない」が 19.4％となっています。 

 前回の調査と比較すると、同様の結果となっていますが、特に活動拠点はないと回答した

割合が少し高くなっています。 

 

  

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 

【問２】 

 地域活動を行う上で、貴団体の主な活動拠点は、次のどれにあたりますか。該当するもの

に○をつけてください。（○は１つ） 
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50.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①総合福祉センター、福祉増進センター

②公民館・市民センター

③福祉館

④児童館

⑤小・中学校

⑥その他

⑦無回答

28.6 

14.3 

14.3 

0.0 

0.0 

28.6 

14.3 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①総合福祉センター、福祉増進センター

②市民センター

③福祉館

④児童館

⑤小・中学校

⑥その他

⑦無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=2） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

（n=7） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動拠点としている公共施設については「①総合福祉センター、福祉増進センター」「②公

民館、市民センター」という回答でした。 

 

  

【問３】 

＜【問２】で「公共施設の会議室などを利用して活動している」と回答した方のみ＞ 

 主な活動拠点としている公共施設は、次のどれにあたりますか。該当するもの全てに○

をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 115 - 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

①週２～３回程度

②週１回程度

③月２～３回程度

④月１回程度

⑤年２～３回程度

⑥その他

⑦無回答

33.3 

0.0 

16.7 

16.7 

0.0 

16.7 

16.7 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①週２～３回程度

②週１回程度

③月２～３回程度

④月１回程度

⑤年２～３回程度

⑥その他

⑦無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=2） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=6） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 活動拠点としている公共施設の利用頻度については、「②週１回程度」と「⑥その他（年５

回）」という回答でした。 

 

  

【問４】＜【問２】で「公共施設の会議室などを利用して活動している」と回答した方のみ＞ 

 主な活動拠点としている公共施設の利用頻度は、どれくらいですか。該当するものに○

をつけてください。（○は１つ） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 
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13.8 

4.2 

3.3 

4.5 

4.9 

2.8 

2.8 

7.5 

8.2 

6.1 

10.8 

7.7 

11.5 

3.8 

5.4 

1.6 

0.7 

0.2 

0.0% 10.0%

①町(内)会・自治会

②老人クラブ・女性団体

③子ども会

④ＮＰＯ法人

⑤ボランティア団体

⑥企業

⑦商店会

⑧高齢者施設

⑨障がい者施設

⑩医療施設

⑪社会福祉協議会

⑫保育所・幼稚園・認定こども園

⑬小・中学校、高校、大学

⑭保護者会・ＰＴＡ

⑮公民館・市民センター等

⑯特に関係はない

⑰その他

⑱無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=426） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問５】 

 貴団体は、他の団体や公共機関などと交流や協力関係がありますか。該当するもの全て

に○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 
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11.3 

5.7 

2.7 

5.2 

7.9 

3.4 

2.5 

9.3 

7.3 

6.8 

9.5 

7.7 

10.0 

4.5 

3.4 

2.3 

0.5 

0.0 

0.0% 10.0%

①町会・自治会

②老人クラブ・女性団体

③子ども会

④ＮＰＯ法人

⑤ボランティア団体

⑥企業

⑦商店会

⑧高齢者施設

⑨障害者施設

⑩医療施設

⑪社会福祉協議会

⑫保育所・幼稚園

⑬小・中学校、高校、大学

⑭保護者会・ＰＴＡ

⑮公民館・コミュニティセンター

⑯特に関係はない

⑰その他

⑱無回答

 

 

 

 

（n=441） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他の団体や公共機関などとの交流や協力関係については、「①町(内)会・自治会」と回答し

た割合が 13.8％と最も高く、次いで「⑬小・中学校、高校、大学」が 11.5％となっていま

す。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となっていますが、「①町(内)会・自治会」、「⑬

小・中学校、高校、大学」と回答した割合が増加しています。 

 

  

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 118 - 

7.7 

11.9 

5.0 

6.2 

3.8 

4.2 

3.1 

1.5 

1.2 

2.7 

1.9 

0.4 

0.0 

5.0 

9.6 

1.2 

3.1 

14.2 

0.0 

9.2 

4.2 

3.8 

0.0% 10.0%

①乳幼児の一時保育

②子育ての相談、保護者の交流支援

③本の読み聞かせ

④子どもの遊び、野外活動

⑤子どもの居場所づくり

⑥高齢者の安否確認、話し相手、手紙など

⑦高齢者の居場所づくり

⑧高齢者への配食サービス

⑨高齢者などへの家事サービス

⑩高齢者などの外出支援

⑪高齢者などの雇用の創出・支援

⑫点訳・朗読、手話通訳など

⑬障害児などへのおもちゃの貸し出し

⑭高齢者や障がい者へのレクリエーション・

スポーツ活動の支援

⑮福祉施設への訪問活動

⑯福祉施設での作業補助

⑰就労継続支援事業所・地域活動支援セン

ターなどへの支援

⑱福祉イベントなどを通じた交流活動

⑲専門技術を生かした支援

（パソコン講座、家の補修、理髪など）

⑳地域への施設開放

㉑その他

㉒無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=260） 

H27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問６】＜【問５】で「特に関係はない」以外と回答した方のみ＞ 

 貴団体が、他の団体や公共機関などと交流や協力して行っている活動は、どのような活

動ですか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 119 - 

5.9 

10.7 

4.3 

5.5 

4.0 

4.3 

2.8 

2.4 

1.2 

2.0 

1.2 

1.2 

0.0 

8.3 

9.9 

2.4 

2.8 

13.0 

1.2 

10.3 

3.6 

3.2 

0.0% 10.0%

①乳幼児の一時保育

②子育ての相談、保護者の交流支援

③本の読み聞かせ

④子どもの遊び、野外活動

⑤子どもの居場所づくり

⑥高齢者の安否確認、話し相手、手紙など

⑦高齢者の居場所づくり

⑧高齢者への配食サービス

⑨高齢者などへの家事サービス

⑩高齢者などの外出支援

⑪高齢者などの雇用の創出・支援

⑫点訳・朗読、手話通訳など

⑬障害児などへのおもちゃの貸し出し

⑭高齢者や障害者へのレクリエーション・

スポーツ活動の支援

⑮福祉施設への訪問活動

⑯福祉施設での作業補助

⑰福祉作業所などへの支援

⑱福祉イベントなどを通じた交流活動

⑲専門技術を生かした支援

（パソコン講座、家の補修、理髪など）

⑳地域への施設開放

㉑その他

㉒無回答

 

 

 

（n=253） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 他の団体や公共機関などと交流や協力して行っている活動については、「⑱福祉イベントな

どを通じた交流活動」と回答した割合が 14.2％と最も高く、次いで「②子育ての相談、保護

者の交流支援」が 11.9％となっています。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となっていますが、上位２項目の割合が少し増

加しています。  

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 120 - 

5.0 

10.4 

25.4 

5.5 

6.0 

4.0 

1.5 

6.5 

8.0 

7.0 

7.5 

9.5 

2.5 

1.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

①活動場所の確保が難しい

②活動資金の調達に苦労している

③スタッフが不足している

④スタッフの固定・人事が硬直化している

⑤活動がマンネリ化し、活動が広がらない

⑥活動に対する周囲の理解不足

⑦関連団体との連携がうまくいかない

⑧スタッフの活動意欲の維持が難しい

⑨活動ノウハウの不足

⑩他団体や事例等の情報不足

⑪活動の充実に向けた研修等の機会がない

⑫特に問題はない

⑬その他

⑭無回答

4.2 

10.5 

16.3 

6.3 

7.4 

5.3 

1.1 

6.8 

6.8 

13.2 

4.7 

12.6 

1.6 

3.2 

0.0% 10.0% 20.0%

①活動場所の確保が難しい

②活動資金の調達に苦労している

③スタッフが不足している

④スタッフの固定・人事が硬直化している

⑤活動がマンネリ化し、活動が広がらない

⑥活動に対する周囲の理解不足

⑦関連団体との連携がうまくいかない

⑧スタッフの活動意欲の維持が難しい

⑨活動ノウハウの不足

⑩他団体や事例等の情報不足

⑪活動の充実に向けた研修等の機会がない

⑫特に問題はない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

 

 

（n=201） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=190） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動上の課題や問題点については、「③スタッフが不足している」と回答した割合が

25.4％と最も高く、次いで「②活動資金の調達に苦労している」が 10.4％となっています。 

 前回の調査と比較すると、スタッフが不足していると回答した割合が増えています。 

 

【問７】 

 貴団体の活動を行う（継続する）上での課題や問題点は何ですか。該当するもの全てに○

をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 121 - 

10.9 

9.4 

4.5 

19.3 

12.9 

6.4 

9.4 

4.5 

7.4 

13.4 

1.0 

1.0 

0.0% 10.0% 20.0%

①自分や家族の健康のこと

②自分や家族の将来や老後のこと

③生きがいに関すること

④子育て・教育に関すること

⑤介護に関すること

⑥経済的なこと

⑦近所との関係

⑧地域の治安に関すること

⑨災害に関すること

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

12.4 

13.4 

7.5 

16.7 

14.5 

6.5 

5.4 

3.2 

6.5 

13.4 

0.0 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0%

①自分や家族の健康のこと

②自分や家族の将来や老後のこと

③生きがいに関すること

④子育て・教育に関すること

⑤介護に関すること

⑥経済的なこと

⑦近所との関係

⑧地域の治安に関すること

⑨災害に関すること

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=202） 

H27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=186） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域住民からの相談内容については、「④子育て・教育に関すること」と回答した割合が

19.3％と最も高く、次いで「⑩特にない」が 13.4％となっています。 

 前回の調査と比較すると、「④子育て・教育に関すること」と回答した人の割合が増えてい

ます。 

  

【問８】 

 貴団体では、地域の住民の方から、どのような内容の相談を受けたことがありますか。該

当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 122 - 

35.4 

24.2 

7.5 

6.2 

4.3 

1.9 

11.2 

6.8 

2.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①市役所などの行政機関に相談する

②地域の社会福祉事業者の相談窓口に相談する

③地域で活動しているＮＰＯ法人やボランティア

団体などと連携して対処する

④地域の住民で話し合って対処する

⑤相談者の家族・親戚で対処してもらう

⑥誰にも相談せずに個人で対処する

⑦特にない

⑧その他

⑨無回答

35.0 

21.3 

11.3 

5.6 

8.1 

0.6 

10.6 

5.0 

2.5 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①市役所などの行政機関に相談する

②地域の社会福祉事業者の相談窓口に相談する

③地域で活動しているＮＰＯ法人やボランティア

団体などと連携して対処する

④地域の住民で話し合って対処する

⑤相談者の家族・親戚で対処してもらう

⑥誰にも相談せずに個人で対処する

⑦特にない

⑧その他

⑨無回答

 

 

 

 

 

 

 

                                    （n=161） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    （n=160） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域住民からの相談の対処については、「①市役所などの行政機関に相談する」と回答した

割合が 35.4％と最も高く、次いで「②地域の社会福祉事業者の相談窓口に相談する」が

24.2％となっています。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果ですが、地域の社会福祉事業者の相談窓口へ相

談し対処してもらうという回答の割合が増えています。  

【問９】 

 貴団体では、地域の住民の方から相談を受けた場合、どのように対処していますか。該当

するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 123 - 

16.3 

2.6 

2.6 

4.4 

14.1 

5.3 

6.6 

6.6 

11.9 

18.1 

2.2 

7.0 

1.8 

0.4 

0.0% 10.0% 20.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

20.8 

3.5 

2.5 

4.5 

14.9 

6.4 

9.4 

10.9 

16.8 

5.9 

3.5 

1.0 

0.0% 10.0% 20.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩特にない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=227） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=202） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 どのような手助けができるかについては、「⑩子育ての相談」と回答した割合が 18.1％と

最も高く、次いで「①見守りや安否確認の声がけ」が 16.3％となっています。 

 前回の調査と比較すると、新たに追加した項目である子育ての相談に関する手助けができ

るという社会福祉法人の回答が多いことがうかがえます。 

【問 10】 

 近所に、日々の生活において、支援を必要としている人がいた場合、あなたはどのような

手助けができますか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 124 - 

9.5 

3.0 

2.4 

3.6 

13.6 

4.7 

3.0 

7.1 

13.0 

19.5 

1.8 

6.5 

1.8 

10.7 

0.0% 10.0% 20.0%

①見守りや安否確認の声かけ

②外出の手伝い

③家事の手伝い

④食事の提供

⑤短時間の子どもの預かり

⑥屋根の雪下ろしや間口除雪

⑦地震や台風などの災害時の避難誘導

⑧一人暮らし高齢者などの話し相手

⑨悩み事の相談相手

⑩子育ての相談

⑪ちょっとした買い物やゴミ出し

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=169） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実際に行っている手助けについては、「⑩子育ての相談」と回答した割合が 19.5％と最も

高く、次いで「⑤短時間の子どもの預かり」が 13.6％となっています。 「⑨悩みごとの相

談相手」の割合もやや高くなっています。（今回初調査） 

  

【問 11】 

 問 10 で近所の方に手助けが可能と答えた項目のうち、貴団体が実際に行っている手助け

はどのようなものがありますか。該当するもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 125 - 

16.2 

15.2 

13.8 

8.5 

9.6 

2.9 

5.1 

6.4 

9.0 

8.2 

2.9 

1.1 

0.5 

0.5 

0.0% 10.0% 20.0%

①市役所や総合福祉センター、福祉増進センター

などの行政機関の窓口

②「広報あおもり」などの市の広報

③青森市のホームページ

④社会福祉施設や地域包括支援センターなど

⑤法人や団体が発行する機関紙やパンフレット

⑥かかりつけの医療機関や薬局

⑦地域の民生委員・児童委員

⑧町（内）会・自治会などの回覧板

⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど

⑩インターネット（※「青森市のホームページ」

を除く）

⑪家族、知人、友人

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=376） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 12】 

 あなたは、福祉サービスに関する情報をどのようにして入手していますか。該当するも

の全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 126 - 

11.6 

18.0 

9.9 

8.6 

9.4 

2.0 

4.4 

8.4 

12.3 

10.1 

4.7 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0%

①市役所や総合福祉センター、福祉増進センター

などの行政機関の窓口

②「広報あおもり」などの市の広報

③青森市のホームページ

④社会福祉施設や地域包括支援センターなど

⑤法人や団体が発行する機関紙やパンフレット

⑥かかりつけの医療機関や薬局

⑦地域の民生委員・児童委員

⑧町会・自治会などの回覧板

⑨新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど

⑩インターネット（※「青森市のホームページ」

を除く）

⑪家族、知人、友人

⑫特にない

⑬その他

⑭無回答

 

 

 

 

（n=405） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉サービス情報をどのように入手しているかについては、「①行政機関の窓口」と回答し

た割合が 16.2％と最も高く、次いで「②市の広報」が 15.2％となっているほか、「③市のホー

ムページ」の割合もやや高くなっています。 

 前回の調査と比較すると、市の広報や新聞、雑誌、テレビ、ラジオの割合が減少し、行政機

関の窓口や市のホームページの割合が増加しています。 

  

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 



- 127 - 

22.0 

14.9 

18.1 

13.6 

16.8 

14.2 

0.0 

0.3 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やす

こと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する福祉サー

ビスや支援の充実を図ること

③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の育

成を図ること

④町（内）会などが行う地域活動や、ボランティ

ア活動への参加をうながすこと

⑤地域で活動するさまざまな団体が交流・協力を

進めること

⑥地域福祉に関する情報の提供や意識啓発をする

こと

⑦その他

⑧無回答

19.2 

17.3 

19.2 

12.7 

16.1 

13.9 

1.5 

0.0 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やす

こと

②高齢者や障害者の日常生活に対する福祉サービ

スや支援の充実を図ること

③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の育

成を図ること

④町会などが行う地域活動や、ボランティア活動

への参加をうながすこと

⑤地域で活動するさまざまな団体が交流・協力を

進めること

⑥地域福祉に関する情報の提供や意識啓発をする

こと

⑦その他

⑧無回答

 

 

 

≪Ⅱ．地域福祉に関するあなたの考えについて≫ 

 

 

 

 

（n=309） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=323） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるためにで

きる取組については、「①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」と回答した割

合が 22.0％と最も高く、次いで「③将来を担う子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図るこ

と」が 18.1％となっています。前回の調査と比較すると地域の人々が知り合い、触れ合う機会

を増やすことと回答した割合が増加しています。  

【問 13】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、貴団体は、どのような取組みが必要であると考えますか。該当するもの全てに○をつけ

てください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 
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22.9 

14.8 

15.1 

15.1 

18.8 

12.9 

0.0 

0.4 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する支援や手

助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活

動

④町(内)会などが行う地域活動や、ボランティア

活動への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

17.1 

15.2 

18.2 

16.7 

19.3 

11.9 

1.1 

0.4 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障害者の日常生活に対する支援や手助

け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活

動

④町会などが行う地域活動や、ボランティア活動

への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=271） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=269） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるためにで

きる取組については、「①地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすこと」と回答した割

合が 22.9％と最も高く、次いで「⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力」が

18.8％となっています。 

 前回の調査と比較すると、地域の人々が知り合い、触れ合う機会を増やすことと回答した

人の割合が増えています。  

【問 14】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、貴団体は、どのようなことができますか。該当するもの全てに○をつけてください。

（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 
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23.8 

11.9 

13.3 

18.1 

19.0 

10.5 

0.0 

3.3 

0.0% 10.0% 20.0%

①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと

②高齢者や障がい者の日常生活に対する支援や手

助け

③子どもたちの「福祉のこころ」の育成を図る活

動

④町(内)会などが行う地域活動や、ボランティア

活動への参加

⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力

⑥地域福祉に関する情報の周知や意識啓発

⑦その他

⑧無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

（n=210） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるために実

際に行っている取組については、「①地域の人々と積極的に知り合い、触れ合うこと」と回答

した割合が 23.8％と最も高く、次いで「⑤地域で活動するさまざまな団体との交流・協力」

が 19.0％となっています。 

 「④町(内)会などが行う地域活動や、ボランティア活動への参加」の回答の割合も高くな

っています（今回初調査）。 

  

【問 15】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、貴団体が実際に行っていることは何ですか。該当するもの全てに○をつけてください。

（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 
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13.2 

12.2 

14.3 

10.0 

8.4 

10.0 

11.6 

6.5 

12.4 

0.5 

0.5 

0.3 

0.0% 10.0%

①地域住民同士が助け合い、支え合うことができ

る仕組みづくり

②地域における福祉に関する相談窓口の充実

③地域における福祉活動の中心を担う人材の育

成・確保

④児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教育の

充実

⑤福祉活動を行っているＮＰＯ法人やボランティ

ア団体への資金面の支援

⑥地域における福祉活動拠点の充実・環境づくり

⑦地域福祉活動のネットワークづくり

⑧福祉に関する講習会や講演会などの開催

⑨福祉に関する情報提供の充実

⑩特に期待・要望することはない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

 

 

 

 

（n=370） 

H27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【問 16】 

 あなたは、地域福祉を進める上で、行政にどのようなことを期待・要望しますか。該当す

るもの全てに○をつけてください。（複数回答） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 
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12.5 

13.6 

14.2 

11.1 

7.5 

8.9 

13.1 

5.8 

11.9 

0.3 

1.1 

0.0 

0.0% 10.0%

①地域住民同士が助け合い、支え合うことができ

る仕組みづくり

②地域における福祉に関する相談窓口の充実

③地域における福祉活動の中心を担う人材の育

成・確保

④児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教育の

充実

⑤福祉活動を行っているＮＰＯ法人やボランティ

ア団体への資金面の支援

⑥地域における福祉活動拠点の充実・環境づくり

⑦地域福祉活動のネットワークづくり

⑧福祉に関する講習会や講演会などの開催

⑨福祉に関する情報提供の充実

⑩特に期待・要望することはない

⑪その他

⑫無回答

 

 

 

（n=360） 

H24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域福祉を進める上で行政に期待・要望することについては、「③地域における福祉活動の

中心を担う人材の育成・確保」と回答した割合が 14.3％と最も高く、次いで「①地域住民同士

が助け合い、支え合うこと」が 13.2％となっています。また、「⑨福祉に関する情報提供の充

実」の割合も高くなっています。 

 前回の調査と比較すると、ほぼ同様の結果となっています。 

 

 

～～～～～～～～～～～～ ◇ ～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

（掲載省略） 

詳細については、ホームページ及び福祉政策課において閲覧することができます。 

  

【問 17】 

 誰もが住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができる地域づくりを進めるため

に、あなたの地域のこういうところを良くすれば、地域がもっと住みやすくなるといった

点など、地域福祉に関するにご意見、ご要望がありましたら、ご記入ください。（自由記載） 

 

社会福祉法人 ボランティア団体 NPO 法人 
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３ 策定資料                                                

 

（１）策定経過 

 

年 月 日 事 項 

平成 26 年 12 月 24 日 平成 26 年度第 9回定例庁議にて地域福祉計画策定決定 

平成 27 年 4月 15 日～ 

平成 27 年 5月 8日 
青森市健康福祉審議会地域福祉専門分科会臨時委員の公募実施 

平成 27 年 5月 20 日 
民生環境常任委員協議会へ（仮称）青森市地域福祉計画の策定につい

て報告 

平成 27 年 5月 21 日 第 1回青森市健康福祉審議会地域福祉専門分科会開催 

平成 27 年 6月 5 日～ 

平成 27 年 7月 12 日 
アンケート調査実施 

平成 27 年 8月 20 日 第 2回青森市健康福祉審議会地域福祉専門分科会開催 

平成 27 年 11 月 17 日 第 3回青森市健康福祉審議会地域福祉専門分科会開催 

平成 27 年 11 月 30 日 
平成 27 年度第 8回臨時庁議にて（仮称）青森市地域福祉計画（素案）

決定 

平成 27 年 12 月 9 日 民生環境常任委員会へ（仮称）青森市地域福祉計画（素案）報告 

平成 27年 12月 15日～ 

平成 28 年 1月 14 日 
わたしの意見提案制度（パブリックコメント）実施 

平成 27 年 12 月 18 日 浪岡自治区地域協議会へ計画素案について意見聴取 

平成 28 年 2月 19 日 第 4回青森市健康福祉審議会地域福祉専門分科会開催 

平成 28 年 3月 24 日 平成 27 年度第 12 回定例庁議にて青森市地域福祉計画決定 

平成 28 年 4月 21 日 民生環境常任委員協議会へ青森市地域福祉計画の策定について報告 

以下は一部改定の策定経過 

令和 2 年 2 月 13 日 民生環境常任委員協議会へ青森市地域福祉計画の一部改定について報告 

令和 2年 8月 18 日 令和 2年度第 1回青森市健康福祉審議会地域福祉専門分科会開催 

令和 3年 1月 21 日 民生環境常任委員協議会へ青森市地域福祉計画の一部改定報告 

令和 3年 2月 9 日 令和 2年度第 13 回定例庁議にて青森市地域福祉計画の一部改定決定 

令和 3年 2月 10 日 民生環境常任委員協議会へ青森市地域福祉計画の一部改定について報告 
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（２）青森市健康福祉審議会条例 （平成十八年六月二十八日 条例第四十三号） 

 

（趣旨） 

第一条 この条例は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。）第

七条第一項の規定に基づく青森市健康福祉審議会の設置及び運営について必要な事項

を定めるものとする。 

 

（設置） 

第二条 法第七条第一項の規定に基づく社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関

として、広く健康福祉に関する事項を調査審議する青森市健康福祉審議会（以下「審議

会」という。）を置く。 

 

（調査審議事項の特例） 

第三条 審議会は、法第十二条第一項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議

するものとする。 

２ 審議会は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成十八年法律第七十七号）第二十五条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園（同

法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）に関する事項を調査審議

するものとする。 

 

（組織） 

第四条 審議会は、委員五十人以内をもって組織する。 

 

（任期等） 

第五条 審議会の委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員の任期は、当該臨時委員の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了す

るときまでとする。 

 

（委員長の職務の代理） 

第六条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第七条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前二項の規

定の適用については、委員とみなす。 
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（専門分科会） 

第八条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。）

に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

２ 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時

委員の互選によってこれを定める。 

３ 専門分科会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。 

４ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門

分科会長の指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

 

（準用規定） 

第九条 前条第二項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合にお

いて、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

２ 前項において準用する前条第二項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる

専門分科会長については、同条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、

同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

 

（委任） 

第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十八年十月一日から施行する。 

（青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 青森市特別職の職員の給与に関する条例（平成十七年青森市条例第四十九号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（青森市費用弁償条例の一部改正） 

３ 青森市費用弁償条例（平成十七年青森市条例第五十号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 

附 則（平成二六年九月条例第三五号） 

（施行期日） 

１ この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十六号）の施行の日から施行する。た

だし、第九条を第十条とし、第五条から第八条までを一条ずつ繰り下げ、第四条を第五

条とし、同条の前に一条を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の青森市健康福祉審議会条例第三条第二項の規定による調査

審議（幼保連携型認定こども園の設置等の認可に係るものに限る。）は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。 
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（３）青森市健康福祉審議会規則 （平成十八年九月十九日 規則第八十号） 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、青森市健康福祉審議会条例（平成十八年青森市条例第四十三号。以

下「条例」という。）第十条の規定に基づき、青森市健康福祉審議会（以下「審議会」と

いう。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（専門分科会） 

第二条 審議会に、次の各号に掲げる専門分科会を置き、当該各号に掲げる事項を調査審

議させるものとする。 

一 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項 

二 障がい者福祉専門分科会 障害者の健康福祉に関する事項 

三 児童福祉専門分科会 児童及び母子の健康福祉に関する事項 

四 高齢者福祉専門分科会 高齢者の健康福祉に関する事項 

五 地域保健専門分科会 地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

六 地域福祉専門分科会 地域福祉（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第一

条に規定する地域福祉をいう。）の推進に関する事項 

２ 前項に規定する事項以外の事項を調査審議するため、必要があるときは、その他の専

門分科会を置くことができる。 

 

（専門分科会の会議等） 

第三条 専門分科会の会議については、条例第七条（民生委員審査専門分科会にあっては、

同条第四項を除く。）の規定を準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるの

は「専門分科会」と、「委員長」とあるのは「専門分科会長」と読み替えるものとする。 

２ 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）の決議は、これをもって審議会の決

議とする。ただし、重要な事項についてはこの限りでない。 

 

（部会） 

第四条 障がい者福祉専門分科会に、審査部会を置き、次の各号に掲げる事項を調査審議

させるものとする。 

一 身体障害者の障害程度の審査に関する事項 

二 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定及び指定の取消しに関する事項 

三 指定自立支援医療機関（精神通院医療に係るものを除く。）の指定及び指定の取消

し又は効力の停止に関する事項 

２ 専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に、前項に規定する部会のほか、必

要があるときは、その他の部会を置くことができる。 

３ 部会（審査部会を除く。）に属すべき委員及び臨時委員は、専門分科会に属する委員

及び臨時委員のうちから委員長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

５ 部会長は、部会の事務を掌理する。 



- 136 - 

６ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する

委員又は臨時委員がその職務を代理する。 

 

（部会の会議等） 

第五条 部会の会議については、条例第七条の規定を準用する。この場合において、「審

議会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとす

る。 

２ 審査部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。 

３ 前条第二項に規定する部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただし、重

要な事項についてはこの限りでない。 

 

（庶務） 

第六条 審議会、専門分科会及び部会の庶務は、福祉部において処理する。ただし、地域

保健専門分科会の庶務は、保健部において処理する。 

 

（委任） 

第七条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 

 

附 則（平成二六年三月規則第九号） 

（施行期日） 

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 

 

附 則（平成二七年三月規則第一一号） 

（施行期日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成二八年三月規則第一三号） 

 （施行期日） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 

 

附 則（平成二九年三月規則第一八号）抄 

 （施行期日） 

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 
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（４）青森市健康福祉審議会地域福祉専門分科会委員名簿 

 

（五十音順） 

氏名 所属団体・役職名 備考 

秋元 武麿 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 常務理事 
委嘱期間 

H27.10.19 まで 

出雲 祐二 公立大学法人青森県立保健大学健康科学部 教授 専門分科会長 

蛯名  篤 特定非営利活動法人青森市手をつなぐ育成会 理事 
委嘱期間 

H27.10.20 から 

大村 育子 青森市私立幼稚園協会 副会長  

加川 幸男 青森市町会連合会 会長  

風晴 賢治 一般社団法人青森県介護福祉士会 会長 
委嘱期間 

H27.10.19 まで 

河合 敏雄 
特定非営利活動法人青森市手をつなぐ育成会 

副会長 

委嘱期間 

H27.10.19 まで 

桐原 郁子 青森市精神保健家族会 会計 
委嘱期間 

H27.10.20 から 

工藤  昭 青森市民生委員児童委員協議会 会長  

坂本 浩司 青森市ＰＴＡ連合会 事務局長 
委嘱期間 

H27.6.18 から 

佐藤 秀樹 青森市保育連合会 会長  

杉本  正 
社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

常務理事兼事務局長 

委嘱期間 

H27.10.20 から 

千葉 金作 青森市精神保健家族会 会長 
委嘱期間 

H27.10.19 まで 

前田  保  
青森市身体障害者福祉連合会 会員 

（青森市身体障害者福祉会 名誉会長） 
 

三浦  裕  青森県社会福祉法人経営者協議会 理事 
専門分科会長 

職務代理者 

道川 晋司 青森市ＰＴＡ連合会 顧問 
委嘱期間 

H27.6.17 まで 

村上 秀一 青森市地域包括支援センター連絡会 会長  

安井 眞木子 一般社団法人青森県介護福祉士会 事務局長 
委嘱期間 

H27.10.20 から 

山内 了介 青森市浪岡地区老人クラブ連合会 会長  

田中 高央 

（臨時委員） 
公募委員  

藤田 三夫 

（臨時委員） 
公募委員  

 注：所属団体・役職名は、委嘱期間における最終分科会開催時点 
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 令和 2 年度                                      （五十音順） 

氏名 所属団体・役職名 備考 

 浅利 義弘 青森市身体障害者福祉連合会 理事  

 天内  勇 青森市浪岡地区老人クラブ連合会 会長  

 工藤 勝顯 青森市ＰＴＡ連合会 副会長 
委嘱期間 

R2.7.31 から 

 工藤 功篤 青森市精神保健家族会 会長  

 工藤 志穂 青森市私立幼稚園協会 理事  

 児玉 寛子 公立大学法人青森県立保健大学健康科学部 教授 専門分科会長 

 今  一志 青森市保育連合会 会長  

 齊藤 裕一郎 青森市町会連合会 会長 
委嘱期間 

R2.7.31 から 

 鹿内 由記子 青森市民生委員児童委員協議会 会長  

 杉本  正 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 常務理事  

 鳥山 夏子 特定非営利活動法人青森市手をつなぐ育成会 会長  

 三浦  裕 青森県社会福祉法人経営者協議会 理事 
専門分科会長 

職務代理者 

 村上 秀一 青森市地域包括支援センター連絡会 会長  

 安井 眞木子 一般社団法人青森県介護福祉士会 事務局長  
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４ 用語解説（50 音順）                                          

 

あおもり親子はぐくみプラザ 

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を提供するため、令和２年４月に元気プラザ

内に設置した青森市版ネウボラ（フィンランドの妊娠・出産・子育てに関する支援施設の

こと）のこと。母子保健サービスと子育て支援サービスをワンストップで行っている。 

 

青森市子どもの権利条例 

「子どもの権利条約」の理念に基づき、子どもが愛情をもって育まれ、毎日をのびのび

と生き、自分らしく豊かに成長し、発達していくことができるよう、子どもにとって大切

な権利の保障を図ることを目的として、平成 24 年 12 月に制定した条例。 

 

青森市障がい者虐待防止センター 

障がいのある方への虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障がいのある方の保護などを

目的に障がい者支援課内に設置し、通報、届出、相談等の業務を行っている。 

 

青森市障害者自立支援協議会 

障がいのある方等への支援体制の整備を図るため、障がいのある方が主体的となって自

らが希望する生活ができることを目指して話し合う場。 

 

後期高齢者 

75 歳以上の高齢者のこと。 

 

合計特殊出生率 

15～49 歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生むとし

た人口千人に対する年間の出生数の割合。 

 

子どもの権利条約 

世界中の子どもたち一人ひとりに人間としての権利を認め、子どもたちがそれらの権利

を行使できるよう、1989 年(平成元年)に国際連合において採択され、我が国は、1994 年

（平成 6 年）に批准している。 

 

コーディネート 

物事を調整し全体をまとめること。または、つなぐ役割のこと。 

 

支え合い会議 

地域内の福祉関係者等が集まり、地域の福祉課題や支え合い体制について協議する場の

こと。 
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障がい者相談員 

身体に障がいのある方及び知的障がいのある方本人またはその家族の方などからの相

談に、障がい者本人または関係者が対応し、必要な助言・指導を行うとともに、行政機関

等のパイプ役として活動している市が委託する相談員のこと。 

 

市民後見人 

弁護士などの専門職による後見人（専門職後見人）以外の市民を含めた後見人のこと。 

 

成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなど、判断能力の不十分な方を保護し、財産管理、介

護サービスや施設の入退所についての契約、遺産分割などの法律行為を支援する制度のこ

と。 

 

相談支援専門員 

障がいのある方への相談支援の業務に従事する者のこと。利用者に係るアセスメントの

実施、サービス等利用計画の作成、サービス担当者会議の開催、サービス等利用計画の実

施状況の把握などの一連の業務を行う。 

 

ソーシャル・インクルージョン 

誰もが住み慣れた地域で年齢や性別にかかわらず障がいのある人もない人もお互いの

個性や尊厳を認め合い、支え合いながら生活するという考え方。社会的包摂、社会的包容。 

 

多文化共生 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうと

しながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 

 

団塊の世代 

戦後の第一次ベビーブーム期(1947 年から 1949 年頃)に生まれ、日本の高度成長期と共

に育った世代。 

 

地域共生社会 

 制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸

ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社

会のこと。 

 

地域コミュニティ 

地域住民が生活している場所、すなわち消費、生産、労働、教育、衛生・医療、遊び、

スポーツ、芸能、祭りに関わり合いながら、住民相互の交流が行われている地域社会、あ

るいはそのような住民の集団のこと。 
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地域団体 

町（内）会、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会、ボランティア団体など。 

 

地域密着型サービス 

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活

を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービス。 

 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

夫婦・恋人などパートナーからの暴力のこと。殴る、蹴るといった身体的暴力だけでな

く、脅す、大声でののしる、無視するなど、精神的苦痛を与える行為もＤＶに含まれる。 

 

日常生活自立支援制度 

判断能力に不安がある高齢者や障がい者等の権利を擁護し、できる限り地域で自立した

生活が送られるよう、社会福祉協議会が本人との契約により行う各種福祉サービスの利用

援助や日常の金銭管理などのこと。 

 

ノーマライゼーション 

障がいや病気のある人もない人も共に住み慣れた社会の中で普通の生活が送られるよ

うな条件を整え、共に生きる社会こそ普通（ノーマル）な社会であるという考え方のこと。 

 

バリアフリー化 

建物の段差等をなくし、手すりを設置することなどにより、高齢者や障がい者等にとっ

て生活の支障となる障害を取り除くこと。 

 

福祉事業者 

市社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉事業を行うＮＰＯ法人など。 

 

福祉避難所 

大規模災害において、一般の避難所では生活に支障をきたす災害時要援護者のための避

難所のこと。避難生活が長引くことが想定される場合において、市が必要に応じて開設す

る。 

 

放課後子ども教室 

放課後や週末などに小学校の余裕教室などを活用し、地域の多様な方々の参画を得て、

子どもたちとともに学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動などを実施する拠

点（居場所）・事業のこと。 

 

法人後見 

社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などの法人が成年後見人等になり、親族等が個人

で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の保護・支援を行うこと。 
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ボランティア休暇 

労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際、その活動に必要な期間につい

て付与される休暇のこと。「社会貢献活動休暇」と呼ばれることもある。 

 

まちづくり協議会 

市が目指す市民自治によるまちづくりを行うための新たな地域コミュニティであり、地

域の知恵と力を結集し、さらなる地域力の向上を目指す、誰もが気軽に参加できる組織の

こと。 

 

民生委員・児童委員 

地域福祉の推進のため、行政や関係機関と連携しながら、老人福祉・児童福祉・障がい

福祉などの福祉に関する相談に応じるほか、援助を必要とする地域住民に対する声かけや

見守り、福祉サービスを利用するための情報提供などを行っている。 

 

要介護等認定者 

要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その状態にあるとすればどの程度か調査を行

い、要介護等の認定を受けた方のこと。 
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５ 青森市民憲章                                                

 

 

 

 

 

青 森 市 民 憲 章 
 

わたくしたちは、青い空、青い海、青い森にいだかれ、悠久の歴

史と香り高い文化と伝統に満ちた青森市の市民です。 

わたくしたちは、郷土あおもりを心から愛し、夢と希望にあふれ

たしあわせなまちとするためこの憲章を定めます。 

 

１ 自然をたいせつにし 

    美しいまちにしましょう 

 

１ 元気に働き 

    活気のある豊かなまちにしましょう 

 

１ たがいに助け合い 

    あたたかいまちにしましょう 

 

１ 笑顔でふれあい 

    明るく平和なまちにしましょう 

 

１ 楽しく学び 

    いきがいを感じるまちにしましょう 
 

 

 平成 17 年 4 月 27 日制定 
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